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研究要旨 

【目的】2020年に予定されている乳幼児身体発育調査に向けて、調査実施のための課題や

手法を検討し、我が国の乳幼児の身体発育や健康度を把握するための基礎資料を作成す

ることを目的とする。また、我が国における乳幼児の身体発育や健康度ついて、国際的

に示していくためのデータ作成も行う。 

【方法】以下の４つのテーマに取り組む。 

（１）諸外国の身体発育に関する調査（身体発育曲線の作成含む）及び評価手法のレビュ

ー調査 

（２）過去の調査手法を踏まえた我が国の乳幼児の身体発育及び健康度を把握するための

調査手法の検討 

（３）乳幼児身体発育調査と同時に実施される幼児健康度調査の実施手法の構築 

（４）成長曲線を活用した保健指導・栄養指導に関する手法の検討（次年度以降） 

【結果】 

（１）①調査手法のレビュー：刊行されている成長曲線はgrowth referenceであり、多く

の国で横断研究デザインを用いていた。統計学的手法としては、LMS法、GAMLSS方法

5



の採用が見られた。 

②評価手法のレビュー：身体発育評価の際にWHO-CGS、CDC2000、UK1990が世界的に

広く活用されていた。 

（２）①次回調査の対象人数と誤差の検討：前回調査の回収率を維持できたとしても、集

計人数は約15%減少することが予想された。 

②発育曲線作成ソフトの検討：次回調査での成長曲線作成には、LMS法をベースとす

るのが妥当であると考えられるが、実際の演算としては、2010年調査における調査

で用いられたSASプログラム、LMSchartmaker®、GAMLSSパッケージ活用の3つの方法

の選択肢がある。 

③出生体重減少に関する要因解析：出生順位、母親妊娠前体重、母親妊娠後体重、

母親妊娠前BMI、妊娠週数、出生時身長は、児の出生体重と有意な関連を認めた。 

④早産低出生体重児の成長・発達評価に関する調査：極低出生体重児や超低出生体

重児においても成長曲線は、フォローアップの際に広く利用されていた。 

（３）幼児をめぐる様々な課題について、健やか親子21（第2次）の指標、乳幼児健康診査

の問診項目、幼児健康度調査の継続的質問項目、その他の幼児をめぐる今日的課題

から抽出・整理できた。これらを踏まえて、幼児健康度調査の質問項目を整理する

必要がある。 

【今後の課題】 

（１）（２）の研究結果を踏まえて、2020年乳幼児身体発育調査の調査方法をさらに整

理する。特に、回収率維持のための自治体との協力体制等についての検討が重要である。

統計学的手法はLMS法をベースとしつつ、最適な計算ソフトおよび設定法を整理する。

（３）の幼児健康度調査については、調査項目をさらに具体化させる。（４）次年度か

ら、成長曲線を活用した保健指導・栄養指導に関する手法を整理して、最終的にマニュ

アルとしてまとめる。 
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Ａ．研究目的 
 乳幼児身体発育調査は昭和 35 年から 10

年毎に国が実施し、乳幼児の身長、体重、

頭囲、胸囲等の測定を行うとともに、乳幼

児の栄養方法、運動及び言語発達状況の把

握並びに健康度について全国規模で調査す

るものである。結果は、母子手帳に掲載さ

れる乳幼児身体発育曲線や、乳幼児健診時

の身体発育、栄養の評価に活用されるとと

もに、乳幼児健診結果に基づいた評価及び

保健指導・栄養指導に用いられており、乳

幼児健康診査における評価の疫学的根拠と

もなる。７回目となる次回の調査は 2020年

に予定されており、本研究では調査実施の

ための課題や手法を検討し、我が国の乳幼

児の身体発育や健康度を把握するための基

礎資料を作成することを目的とする。また、

国際的な動向として、人々の健康の基盤と

なる栄養分野の取組を推進するために、

2020年に東京で栄養サミットが開催される

予定であるとともに、母子の栄養改善につ

いて包括的に対応するべく、WHOが「Global 

nutrition targets 2025」を採択しており、

2025年までに達成すべき具体的な目標が設

定されたことから、我が国における乳幼児

の身体発育や健康度ついて、国際的に示し

ていくためのデータ作成も行う。 

 
Ｂ．方法 
（１）諸外国の身体発育に関する調査（身

体発育曲線の作成含む）及び評価手法のレ

ビュー調査（①森崎、②大久保） 
①調査手法のレビュー：Pubmed を用いて、

検索式「(growth AND chart* AND method* 
AND (infant OR child*)) OR (growth AND 
reference* AND method* AND (infant OR 
child*))」に該当する論文を抽出・精査し、

北米（アメリカ・カナダ）・ヨーロッパおよ

び東アジア（韓国・中国・台湾・シンガポ

ール）の 0-6 歳の一般集団の出生後の成長

曲線に関する情報を収集し、成長曲線の作

成方法についての動向、成長曲線の選択と

使用方法についてまとめた。 
②評価手法のレビュー：Medline に掲載さ

れた論文を対象に、検索式「(growth AND 
(chart* OR reference* OR standards)) 
AND (monitor* OR assess*) AND 
(children OR infants OR preschool)」に該

当する論文を抽出し、使用している成長曲

線の種類、活用方法（対象年齢、成長指標

の種類やそれを用いた評価、マニュアル等

の有無など）について整理した。 
（２）過去の調査手法を踏まえた我が国の

乳幼児の身体発育及び健康度を把握するた

めの調査手法の検討（①横山、②加藤、③

吉田、④盛一） 
①次回調査の対象人数と誤差の検討：2010
年乳幼児身体発育調査データを用いて、次

回 2020 年調査における調査人数と身体発

育値の推定誤差との関係を試算した。2020
年調査の対象児数は、直近の 2015 年国勢調

査区における平均世帯数、一地区当たり年

齢別の児の数に基づき試算した。 

②発育曲線作成ソフトの検討： LMS法で発

育曲線を簡便に作成するために開発された

ソフトウェア LMSchartmaker®について、国

内で同ソフトを使用した文献を PubMed に

より検索し・精査し、平滑化法の要点につ

いてまとめた。過去の乳幼児身体発育調査

データを用いて、同ソフトで平滑化を試行

した。平滑化した結果についてを当該ソフ

トの開発者であるロンドン大学ユニバーシ

ティーカレッジ小児保健研究所の TJ Cole

氏に直接面会して意見を聞いた。 

③出生体重減少に関する要因解析：平成 22
年の乳幼児身体発育調査において、病院調

査と一般調査の双方の個票を用い、それぞ
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れの項目についてデータを詳細に確認した

うえで、出生体重を目的変数とした多変量

解析を行い、出生体重減少に関する要因解

析を行った。 
④早産低出生体重児の成長・発達評価に関

する調査：全国の新生児に対する入院診療

を行っていると考えられた 342 施設に対し、

郵送により調査票を送付し、郵送により回

答を回収した。国立成育医療研究センター

倫理審査委員会の承認を受けて行われた。 
（３）幼児健康度調査の実施手法の構築（松

浦） 
幼児健康度調査について、社会的意義、

質問項目の見直しのための枠組み、新規質

問項目の検討を行うために、既存の資料及

びインタビューによって、幼児をめぐる

様々な課題と今日的な課題について整理し、

その上で、過去文献の検討によって小児保

健及び幼児健康度調査開始当時の意義につ

いて把握し、これらの結果から幼児健康度

調査の質問項目及び幼児健康度調査の社会

的意義の再構築について検討を加えた。 
 
Ｃ．結果 
（１）諸外国の身体発育に関する調査（身

体発育曲線の作成含む）及び評価手法のレ

ビュー調査 
①調査手法のレビュー：WHO growth 
standards(2006)を除いて、全ての刊行され

ている成長曲線は、ある集団の「一般人口」

の分布を示した growth reference であった。

縦断的な研究デザインは一部の国でしか行

なえておらず、多くの国は横断研究デザイ

ンを用いていた。統計学的手法としては、

LMS 法に smoothing 方法を改良したもの

や、GAMLSS 方法の採用が見られた。 
②評価手法のレビュー：身体発育評価の際

に WHO-CGS、CDC2000、UK1990 が世

界的に広く活用されていた。これら 3 種類

の成長曲線について、各成長曲線の基本的

な概要とその活用法を整理した。基本的な

評価として、50 パーセンタイル値に固執す

ることなく、特定のパーセンタイル曲線に

沿って成長しているかを継時的に観察する

こと、もし 2 つ以上の曲線を上下にまたぐ

ときは医学的な介入が必要であることは共

通していた。 
（２）過去の調査手法を踏まえた我が国の

乳幼児の身体発育及び健康度を把握するた

めの調査手法の検討 
①次回調査の対象人数と誤差の検討：近年

の少子化による地区当たりの児の減少によ

り、前回 2010 年調査の回収率を維持できた

としても、集計人数は約 15%減少すること

が予想されたが、単に人数の減少に伴う成

長曲線の誤差の増加は限定的と考えられた。 

②発育曲線作成ソフトの検討：国内で

LMSchartmaker®によって作成された発

育曲線に関する国内論文は、福島県保育園

児の発育曲線、ヌーナン症候群児の発育曲

線、ターナー症候群の発育曲線に関するも

のがあった。平成 22年乳幼児身体発育調査

データの平滑化を LMSchartmaker®により試

行した結果について TJ Cole 氏に意見を伺

い、最適な分析手順について多くの示唆を

得るとともに、GAMLSSについての情報も得

た。 

③出生体重減少に関する要因解析：出生順

位、母親妊娠前体重、母親妊娠後体重、母

親妊娠前 BMI、妊娠週数、出生時身長は、

児の出生体重と有意な関連を認めた。 
④早産低出生体重児の成長・発達評価に関

する調査：極低出生体重児や超低出生体重

児においても成長曲線は、フォローアップ

の際に広く利用されていた。修正月齢に換

算しての利用は 3～4 割程度にとどまって
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いた。2000 年データの成長曲線の利用は約

6 割、2010 年データの利用は約 4 割であり、

全体の 8 割が SD 表記の成長曲線を利用し

ていた。

（３）幼児健康度調査の実施手法の構築（松

浦）

幼児をめぐる様々な課題について、健やか

親子 21（第 2 次）の指標、乳幼児健康診査

の問診項目、幼児健康度調査の継続的質問

項目、その他の幼児をめぐる今日的課題か

ら抽出・整理できた。なた、小児保健及び

幼児健康度調査の社会的意義についてもま

とめた。

Ｄ．考察

（１）諸外国の身体発育に関する調査（身

体発育曲線の作成含む）及び評価手法のレ

ビュー調査

①調査手法のレビュー：WHO standard と

自国作成の成長曲線のハイブリッドを採用

している国が増えている。一方で、日本の

乳幼児の身体発育の現状は WHO standard
と乖離しているため、こちらの成長曲線を

採用すると低身長・やせ・肥満の児の割合

が大幅に変わってしまうことが報告されて

いる。個人的な成長を追跡するには、WHO 
standard よりも自国のもののほうがよい

のではないかという専門家の意見もあり、

また慎重な検討が必要であると思われる。

②評価手法のレビュー：3 種類の成長曲線

は、評価の対象年齢や基準は成長曲線によ

って異なり、また同じ成長曲線でも使用す

る国によって異なっていた。また各国/機関

において、身体発育評価の際の適切な成長

曲線の活用を促すために、保健従事者向け

のトレーニング教材やマニュアルが作成さ

れており、ホームページ上で公開されてい

る。今後我が国の成長曲線を活用した身体

発育評価およびその保健・栄養指導のため

のマニュアル作成に資する有用な基礎資料

が得られた。

（２）過去の調査手法を踏まえた我が国の

乳幼児の身体発育及び健康度を把握するた

めの調査手法の検討

①次回調査の対象人数と誤差の検討：次回

2020 年の乳幼児身体発育調査では、対象者

数が約 15%減少することが見込まれるが、

単に人数の減少に伴う成長曲線の誤差の増

加は限定的と思われた。しかし、1990 年、

2000 年、2010 年にかけて、回収率が毎回

約 10%ずつ低下してきており、さらにこの

低下傾向が続くと、標準誤差だけでなく、

結果の偏り（バイアス）も増大することが

懸念され、回収率維持のための自治体との

協力等の方策についての検討も次年度以降

重要である。

②発育曲線作成ソフトの検討：2020 年調査

による成長曲線作成のための平滑化法は、

LMS 法をベースとするのが妥当であると

考えられるが、実際の演算としては、2010
年調査における調査で用いられたSASプロ

グラム、LMSchartmaker®、GAMLSS パ

ッケージ活用の 3 つの方法の選択肢がある。

諸条件を勘案して、現実的な方法を絞って

いく必要がある。

③出生体重減少に関する要因解析：本乳幼

児身体発育調査によって明らかになった低

出生体重と関連が見られた項目については、

引き続き妊娠中の過度な食事制限や体重増

加不良を予防するための啓発を続け、わが

国の次世代の健康増進に取り組んでいくこ

とが必要である。また、調査データを精査

した結果、連続変数を入力する場合、桁数

を統一することが望ましい等の次回調査に

向けての改善点が見いだされた。

④早産低出生体重児の成長・発達評価に関
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する調査：成長曲線は早産低出生体重児に

おいても、広く利用されていたが、修正月

（年齢）齢に換算しての利用は、3～4 割に

とどまることがわかった。2000 年が基準年

とされていることが既知であった割合は高

くなかった。昨今ではより長期のフォロー

アップの必要性が明らかとなりつつあるが、

就学後もフォローアップを続けている施設

は、極低出生体重児では約 4 割、超低出生

体重児でも 5 割強であり、長期の外来フォ

ローアップの難しさを現していると思われ

た。

（３）幼児健康度調査の実施手法の構築

健やか親子 21（第 2 次）の評価指標、乳幼

児健診の問診項目、幼児健康度調査の継続

的質問項目を整理すると、①身体、②環境、

③育児、④社会、⑤心理、⑥生活、に整理

された。また、幼児をめぐる今日的課題か

ら検討する新規質問項目として、①障害が

ある子どもに関する課題、②貧困に関する

課題、③メディアとの接触に関する課題、

④子育てにおける懲戒に関する課題、⑤社

会的孤立に関する課題が挙げられた。これ

らを踏まえて、幼児健康度調査の質問項目

を整理する必要がある。

Ｅ．結論

（１）諸外国の身体発育に関する調査（身

体発育曲線の作成含む）及び評価手法のレ

ビュー調査として、①調査手法のレビュー、

②評価手法のレビューを行い、（２）過去の

調査手法を踏まえた我が国の乳幼児の身体

発育及び健康度を把握するための調査手法

の検討として、①次回調査の対象人数と誤

差の検討、②発育曲線作成ソフトの検討、

③出生体重減少に関する要因解析、④早産

低出生体重児の成長・発達評価に関する調

査を行い、（３）幼児健康度調査の実施手法

の構築のための質問項目の整理を進めた。

Ｆ．健康危機情報

なし。

Ｇ．研究発表

1．論文発表

1) Ai Tashiro, Kayako Sakisaka, Etsuji
Okamoto, Honami Yoshida, Differences in
infant and child mortality before and after
the Great East Japan Earthquake and
Tsunami: a large population-based
ecological study. BMJ Open
8(11):e022737_ 2018;8:e022737.
doi:10.1136/bmjopen-2018-022737, 2018

2．学会発表 
1) 吉田 穂波．母子保健疫学の最新トピ

ックス．第 45 回栃木県母性衛生学会抄

録集．45：5-7，2018

3．書籍 

1） 吉田穂波,横山徹爾.我が国の出生体重

の推移―ナショナルデータベースの軌

跡からー.池田智明／金山尚裕／関沢

明彦.胎児発育不全中外医学社.東

京.2018.2-10

Ｈ． 知的財産権の出願・登録状況

なし。
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 （健やか次世代育成総合研究事業））分担研究報告書 

諸外国の身体発育に関する調査（身体発育曲線の作成含む） 

のレビュー調査 

研究分担者 森崎 菜穂  （国立成育医療研究センター社会医学研究部） 

研究要旨 

今年度、本分担研究では、海外文献から、北米（アメリカ・カナダ）・ヨーロッパお

よび東アジア（韓国・中国・台湾・シンガポール）の0-6歳の一般集団の出生後の成長

曲線について、成長曲線の作成および使用についての動向の概要、諸外国での成長曲線

の選択と使用方法、の２点についてまとめた。 

WHO growth standards(2006)を除いて、全ての刊行されている成長曲線は、ある集団

の「一般人口」の分布を示したgrowth referenceであった。また、「一般人口」の定義

は成長曲線により異なったが、早産児や低出生体重児、成長に影響を及ぼす疾患に罹患

している児は除外基準において一般集団から省かれることが多かった。縦断的な研究デ

ザインは、縦断的ナショナルレジストリが確立している一部の国でしか行なえておら

ず、多くの国は、国の代表性を担保できる集団を用いての横断研究デザインを用いてい

た。統計学的手法としては、日本での成長曲線作成に用いられているLMS法にsmoothing

方法を改良したものや、GAMLSS方法の採用が見られた。 

WHO standardが2006年に作成されてからは、WHO standardと自国作成の成長曲線のハ

イブリッドを採用している国が増えている。一方で、日本の乳幼児の身体発育の現状は

WHO standardと乖離しているため、こちらの成長曲線を採用すると低身長・やせ・肥満

の児の割合が大幅に変わってしまうことが報告されている。また、個人的な成長を追跡

するには、WHO standardよりも自国のもののほうがよいのではないかという専門家の意

見もあり、また慎重な検討が必要であると思われる。 

Ａ．研究目的

乳幼児身体発育調査は昭和 35年から 10

年毎に国が実施し、乳幼児の身長、体重、

頭囲、胸囲等の測定を行ってきた。結果

は、母子手帳に掲載される乳幼児身体発育

曲線として活用され、乳幼児健診結果に基

づいた評価及び保健指導・栄養指導に用い

られており、乳幼児健康診査における評価

の疫学的根拠ともなる。次回の調査は

2020年に予定されており、本研究班は調

査実施のための課題や手法を検討し、同調

査の検討会及び実施に当たっての基礎資料

を作成することを目的とする。 

平成 30 年度の本分担研究の目的は、諸外

国の身体発育に関する調査（身体発育曲線

の作成含む）及び評価手法のレビュー調査
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を行い、発育曲線を作成するための最新の

統計手法についても整理することである。 

 

Ｂ．方法 

海外文献から、北米（アメリカ・カナダ）・

ヨーロッパおよび東アジア（韓国・中国・台

湾・シンガポール）の 0-6 歳の一般集団の

出生後の成長曲線に関する情報を収集した。 

まず、Pubmed を用いて、平成 28 年 8 月

1 日現在、過去５年間に刊行されている論

文において、 (growth AND chart* AND 

method* AND (infant OR child*)) OR 

(growth AND reference* AND method* 

AND (infant OR child*))で title & abstract 

のスクリーニングを行った。 

得られた 3975 件のうち、review 文献で

ある 407 件を対象に、対象国の 0-6 歳の小

児（一般集団）の出生後の成長に関する成長

曲線の作成あるいは使用について論じてい

る論文を抽出した。また、これらの論文の参

考文献から、過去 5 年以前に作成された成

長曲線の作成に関する文献も収集した。 

 

これらの文献を元に、 

１）成長曲線の作成方法についての動向 

２）成長曲線の選択と使用方法 

をまとめた。 

 

（倫理面への配慮） 

既に出版されている情報および、集計結果

のみを参照し、個人情報の取り扱いは行っ

ていない。 

Ｃ．結果 

１）成長曲線の作成方法についての動向 

得られた成長曲線を表１に添付する。 

 

a) Growth chart の種類について 

まず、growth chart (成長曲線)とは下記

の２つに分類されることが多くの文献で述

べられていた。 (Ziegler: Growth Charts 

compared) 
 

＊Growth reference:  

別名 descriptive growth chart。ある集団

の「一般人口」の分布を示す。「一般人口」

の定義は成長曲線により異なりうり、慢性

疾患（特に身体的成長に影響を及ぼす病気）

に罹患している、あるいは服薬中（特に成長

に影響を及ぼす薬）の児を省かれることが

多い。また、早産児や低出生体重児は省かれ

ることもあれば、省かれないこともある。ま

た、多人種の国では、少数民族を含まないこ

ともある。Euro-Growth Chart および、現

存する国別成長曲線は全てこちらに該当す

る。 

 

※Growth standard: 

ある集団の“あるべき成長”を示す。現存

する growth standard は、WHO growth 

standards のみである。“健康面、経済面、

環境面で成長を阻害する因子がない”アジ

アを含む複数国での小児を計測し、全世界

の小児に当てはめることを想定した作成さ

れた。 
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WHO standards が 2006年に刊行されて

から、多くの国で、こちらを使用するかどう

かの検討がされた。（早産児の出生後成長に

ついては、WHO preterm postnatal growth 

standards (WHO の INTERGROWTH（胎

児成長曲線）のコホートから作成された早

産児の成長曲線)の出版後複数の成長曲線

が論文にて出版されているが、いずれにお

いても、コンセンサスはなく、今後充分な検

討が必要だと議論されている。） 

 

b) Growth chart の作成方法について 

2010 年以降出版の成長曲線 5 編につい

て検討した。 

 

・ 0 歳から青年後期（18-20 歳）までの 1.3

万～14 万人を対象とした研究となって

いる。 

・ 韓国以外の研究では国籍あるいは疾病

により除外基準を設けている。 

・ 7.4万人の縦断研究であるフィンランド

を除いて、全て横断研究であった。 

・ 統計解析方法としては、Least Mean 

Square (LMS 法)および Generalised 

Additive Models for Location Scale 

and Shape (GAMLSS 法)が用いられて

いる。 

 

２）成長曲線の選択と使用方法 

得られた各諸国での成長曲線の選択と使

用方法を表２にまとめる。 

全ての国が、自国で作成された成長曲線、

アメリカ CDC が作成した成長曲線、WHO 

standard のいずれかを使用していた、ある

いは使用を推奨していた。 

特に、WHO standard が作成されたから

は、WHO standard と自国作成の成長曲線

とを比較し、ある年齢層では WHO 

standard を採用し、それ以外では自国作成

の成長曲線を用いる、というハイブリッド

を採用している国が増えている（イギリス・

アメリカ・韓国・台湾）。 

 

Ｄ．考察 

 今回、文献検索を通して、北米（アメリ

カ・カナダ）・ヨーロッパおよび東アジア（韓

国・中国・台湾・シンガポール）の 0-6 歳の

一般集団の出生後の成長曲線に関する情報

を、成長曲線の作成および使用についての

世の中の動向、および諸外国での成長曲線

の選択と使用方法の２点について調べた。 

WHO が 作 成 し た WHO growth 

standards を除いて、全ての刊行されてい

る成長曲線は、ある集団の「一般人口」の分

布を示したもので、「最適な成長」を示すも

のではない。また、「一般人口」の定義は成

長曲線により異なったが、早産児や低出生

体重児、成長に影響を及ぼす疾患に罹患し

ている児が省かれることが多かった。 

その有用性が示されていながらも、縦断

的な研究デザインは、国民の追跡やデータ

抽出が比較的容易であるナショナルレジス

トリが確立している一部の国でしか行なえ

ておらず、多くの国は国を代表する集団を

15



選定する、横断研究デザインを用いていた。  

統計学的手法としては、日本での成長曲

線作成に用いられている LMS 法に

smoothing 方 法 を 改 良 し た も の や 、

GAMLSS 方法の採用が見られた。 

 

各国での成長曲線の使用方法であるが、

WHO standard が 2006 年に作成されてか

らは、WHO standard と自国作成の成長曲

線のハイブリッドを採用している国が増え

ている。一方で、日本の乳幼児の身体発育の

現状は WHO standard と乖離しているた

め、こちらの成長曲線を採用すると低身長・

やせ・肥満の児の割合が大幅に変わってし

まうことが報告されている 1）。また、個人

的な成長を追跡するには、WHO standard

よりも自国のもののほうがよいのではない

かという専門家の意見もあり、また慎重な

検討が必要であると思われる 2）。 

 

Ｅ．結論 

 本研究では、主要な諸外国での最新の成

長曲線の作成方法について、また近年それ

らがどのように使用されているのかについ

てまとめた。これらの結果は、2020 年に行

なわれる乳幼児発育調査をどのように設計

し、その情報をどのように利活用するかに

ついて検討する基礎資料となると思われる。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

論文発表 

なし 

 

学会発表 

なし 

 

書籍発刊 

なし 

 

Ｈ． 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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表
２

. 
北
米
（
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
）
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
（
韓
国
・
台
湾

・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
の
小
児
科
に
よ
る
成
長
曲
線
の
使
用
状
況
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
、
あ
る
い
は
公
式

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 

国
文

献
番

号
）
 

小
児

科
に
よ
る
成

長
曲

線
の
使

用
状

況
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）
、
あ
る
い
は

公
式

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

 

ベ
ル
ギ
ー
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自
国
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h 
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ro
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繁
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使
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W
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用
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は

20
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位

) 
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 （健やか次世代育成総合研究事業））分担研究報告書 

 

諸外国における身体発育曲線の活用法に関する文献レビュー 

 

研究分担者 大久保 公美 （国立保健医療科学院生涯健康研究部） 

   

研究要旨 

 本研究の目的は、成長曲線を活用した子どもの身体発育評価およびその保健・栄養指導

のためのマニュアル作成の基礎資料を得ることである。そこで、諸外国における乳幼児の

身体発育評価の際に使用している成長曲線の種類やその活用法について、関連論文や資

料をもとにまとめた。活用している成長曲線の種類として、母乳栄養を標準とし、健康な

子どもの“あるべき成長”を示した WHO Child growth standards（WHO-CGS）を活用また

は自国の成長曲線と併用している国が多かった。そして、特に乳児期の身体発育評価の際

の活用には、異なる栄養方法による成長パターンの違いに注意が必要であることが強調

されていた。WHO-CGS以外にも、米国 CDC2000、そして早産児の身体発育評価が可能な英

国 UK1990が複数国で活用されていた。そこで、これら 3種類の成長曲線について、各成

長曲線の基本的な概要と活用法を調べたところ、評価の対象年齢や基準は成長曲線によ

って異なり、また同じ成長曲線でも使用する国によって異なっていた。また各国/機関に

おいて、身体発育評価の際の適切な成長曲線の活用を促すために、保健従事者向けのトレ

ーニング教材（紙媒体、オンライン、ビデオ、パワーポイント）やマニュアルが作成され

ており、ホームページ上で公開されている。その主な内容として、身体発育評価の意義、

成長曲線の基本的概要、身体計測の方法、記録方法、評価の方法とその解釈、そして事例

集などが含まれている。特に UK1990では、成長曲線とともにその活用マニュアルが A3サ

イズ 1枚にまとめられており、実践現場で使用しやすいように設計されていた。以上、諸

外国における成長曲線を活用した子どもの身体発育評価の現状から、今後わが国の成長

曲線を活用した身体発育評価およびその保健・栄養指導のためのマニュアル作成のため

の参考にすべき有用な基礎資料が得られた。 

 

Ａ．研究目的 

 成長曲線を用いた子どもの身体発育評価

は、子どもの健康・栄養状態の改善や保護者

への保健指導・栄養指導、そして成長異常の

早期発見・早期治療にもつながるため、非常

に有用である。それゆえ評価の際に、どの成

長曲線を選択するか、またどのように活用

するかが重要となる。 

 わが国では、1940 年以降 10 年毎に実施

されてきた乳幼児身体発育調査の結果をも

とに、定期的に成長曲線が作成されている

1)。そして、乳幼児の身体発育や栄養状態の

評価、医学的診断に活用されている。また適

切な活用を促すために、平成 22 年調査をも

とに、主に自治体の保健従事者向けの乳幼

児身体発育評価マニュアルが作成されてい
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る 2)。 

 本研究班の目的のひとつとして、成長曲

線を活用した栄養指導・保健指導の評価手

法の検討がある。そこで、本分担研究の目的

は、諸外国における乳幼児の身体発育評価

の際に使用している成長曲線の種類やその

活用法について関連論文や資料をもとにレ

ビュー調査を行い、保健指導・栄養指導のた

めのマニュアル作成の基礎資料を得ること

である。 

 

 

Ｂ．方法 

B-1. 情報収集の方法ならびに選定条件 

 諸外国における成長曲線を活用した身体

発育の評価法に関する情報を収集するため

に、平成 30 年 11 月末時点において、

Medline に掲載された論文を対象に

「(growth AND (chart* OR reference* OR 

standards)) AND (monitor* OR assess*) 

AND (children OR infants OR preschool)」

に該当する 7206 件の論文を抽出した。この

うち過去 20年間に報告されたReview論文

773 件に限定し、論文のタイトルと抄録を

精査し、①乳幼児（0-5 歳）を対象、②成長

曲線を活用した身体発育の評価に関する内

容を含む、③英語論文の条件を満たした文

献を抽出した。さらに、これらの参考文献か

ら上記条件を満たす文献も併せて抽出した。 

 

B-2. 諸外国における成長曲線を活用した

身体発育の評価方法 

 上記の方法で抽出された文献をもとに、 

①使用している成長曲線の種類、 

②活用方法（対象年齢、成長指標の種類やそ

れを用いた評価、マニュアル等の有無など） 

について整理した。   

 

（倫理的配慮） 

 本研究は、既に公表されている文献に基

づいて実施されており、個人情報は扱って

いない。 

 

 

Ｃ．結果 

C-1. 諸外国における身体発育評価の際に

活用している成長曲線の種類（図１、表１） 

 ヨーロッパ 11 か国の 1198 名の小児科医

を対象に行った質問票調査結果 3)および調

査対象以外の国については文献レビューの

結果を加えて諸外国における成長曲線の活

用状況についてまとめた（表１）。子どもの

身体発育評価の際に活用している成長曲線

には、主に①自国で作成された成長曲線、②

他国・他機関で作成された成長曲線、③これ

ら両方、の 3 パターンが認められた。②の

場合は、特に 2006 年に公表された WHO の

成長曲線（WHO-CGS; WHO Child Growth 

Standards）が代表的である 4)。これは世界

6 か国で健康面、経済面、環境面において最

適な状況下で、かつ母乳栄養（生後４か月ま

での完全母乳および 12 か月まで部分母乳）

で育った子どもの身体発育計測値をもとに

作成されたものである。そのため健康な子

どもの“あるべき成長”を示した Growth 

standard として、全世界の子どもに共通し

て利用できるものとされている。それゆえ

に多くの国で単独活用あるいは併用されて

いる。WHO が 219 の国と領土を対象に行

った調査（回答率 82％）によると 5)、2011

年 4 月時点で 125 か国がすでに適用、25 か

国が適用を検討中、そして 30 か国が適用し

ていないという状況であった（図１）。当時、

適用を検討していたオーストラリアは、

2012 年に従来使用していたアメリカの

CDC2000 と WHO-CGS の併用を推奨し、

当時適用してなかった韓国は、2017 年から
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自国の成長曲線と併用している。 

 なお、表 1 に示すヨーロッパの 11 か国の

質問票調査の結果については 3)、あくまで

も臨床現場における医師個人の活用状況で

あり、国レベルの活用状況と異なる可能性

があることに注意が必要である。 

 

C-2. 主な成長曲線の活用方法（表２） 

 表１の結果から、身体発育評価の際に

WHO-CGS4)、CDC20006)、そして UK19907)が世

界的に広く活用されていることがわかった。

そのため、これら 3 種類の成長曲線につい

て、各成長曲線の基本的な概要とその活用

法を表 2 に示した。評価の際の対象年齢や

基準は、各成長曲線によって異なり、また同

じ成長曲線でも使用する国によって異なっ

ていた。しかし、基本的な評価として、50パ

ーセンタイル値に固執することなく、特定

のパーセンタイル曲線に沿って成長してい

るかを継時的に観察すること、もし 2 つ以

上の曲線を上下にまたぐときは医学的な介

入が必要であることは共通している。以下、

各成長曲線を活用した身体発育評価の特徴

を示す。 

 

①WHO-CGS 

 前述のとおり、WHO-CGS は最適な栄養

かつ健康的な環境下における子どものある

べき成長パターンを示したものである 4)。

そのため、世界基準として活用できる点が

特徴である。さらに世界的に推奨される母

乳栄養にそった身体発育評価のツールとし

て信頼性が高く、健康政策や保健指導とし

て母乳栄養を推進することの根拠とされて

いる。また WHO-CGS の評価指標として、

体重、身長、体重身長比、BMI、頭囲、上腕

周囲、皮脂厚など多数示されており、さらに

成長速度や 6 つの運動機能評価項目が含ま

れている。そのため、栄養不良の二重不可

（過体重と消耗）を多角的かつ適切に発見

し、経過を観察することが可能である。 

 なお、WHO-CGS の作成にあたり、母乳

栄養をはじめ、対象者の除外基準が厳格か

つ詳細に定められている。そのため、CDC

をはじめ多くの文献では 8)、WHO-CGS を

活用した身体発育の評価の際に、保健従事

者は異なる栄養方法による成長パターンの

違いに注意が必要であることが強調されて

いる。例えば、人工乳で育った子どもは、母

乳で育った子どもより生後 3 か月まではゆ

っくり成長し、その後 6 から 18 か月までは

母乳で育った子どもよりも体重の増加速度

がより早いことが知られている。そのため、

人工乳で育った子どもを WHO-CGS で評

価した際には、生後 5 から 7 か月頃に成長

曲線の基準線を上方向に横切る可能性があ

り、過体重と評価される可能性が生じる。そ

のため、評価に用いる成長曲線の特徴を理

解し、かつ評価の対象となる子どもの栄養

方法を考慮した評価が重要になってくる。 

 WHO-CGSを活用した身体発育評価の方

法については、WHO や活用している各国

がホームページ上でトレーニングコースや

ビデオ教材などのツールを提供している

（付図１－１）。 

 

②CDC2000 

 CDC2000 は 6)、アメリカ、オーストラリ

ア等で活用されている。アメリカでは、未就

学児の身体発育の評価の際には、誕生から

2 歳未満は栄養方法の種類に関わらず

WHO-CGS を、そして 2 歳から 5 歳までは

CDC の growth reference を用いるよう推

奨している。2 歳未満まで WHO-CGS を推

奨した理由として、1）母乳栄養を標準とし、
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その成長の状況が反映されていること、2）

正常な成長の基準として、すでに臨床医が

活用していること、そして 3)WHO-CGS が

質の高い研究方法で作成されていること、

などが挙げられている。一方、2 歳から 5 歳

（24 か月から 59 か月）までは従来どおり

CDC2000 の使用を推奨する理由として、

1)2 歳以降の成長曲線は CDC2000 と

WHO-CGSともに同様の方法で作成されて

いる、2）CDC2000 は 19 歳まで継続して

活用できる、3）仰臥位身長から立位身長に

変わる時点が 24 か月時点と一致している、

などが挙げられている。 

 CDC2000 を活用した身体発育評価の方

法やそのトレーニングについては、アメリ

カ CDC やオーストラリアの The Royal 

Children's Hospital Melbourneのホームペ

ージで教材が提供されている（付図１－２）。 

 

③UK1990 

 イギリスでは、自国の成長曲線 UK1990

と WHO-CGS を併用している 7)。生後 2 週

から 4 歳までは WHO-CGS を使用し、在胎

週 32～42 週ならびに 4 歳以降は、UK1990

を使用することを推奨している。WHO-

CGS は正期産児を対象に作成されており、

早産児のデータは含まれていない。そのた

め、UK1990 の在胎週 23～42 週の出生デ

ータを結合することによって、早産児の身

体発育評価も可能となっている。これが

UK1990 の特徴である。 

 例えば、正期産（37 週以降）で生まれた

子どもは、0～1 歳用成長曲線の年齢 0 時点

に出生時の身体計測値をプロットすると

UK 全体の出生時データと比較することが

でき、出生時のパーセンタイル値がわかる

ようになっている。なお、UK-WHO には、

生後 0～2 週には曲線が存在しない。この間

は生理的体重減少が見られ、その成長パタ

ーンも多様であるため、生後 2 週間の体重

の評価は、出生時体重と比較することとさ

れている。 

 早産児の評価については、在胎 32 週で区

切られている。在胎 32 週から 37 週で生ま

れた健康な早産児については、0-1 歳用の成

長曲線の横に示されている早産児用の曲線

に出生時から 42 週（出産予定日の 2 週間

後）までのすべての計測値をプロットする。

42 週の時点で、0-1 歳用曲線の 2 週時にも

プロットし、0-1 歳児用の成長曲線に移行す

る。ただし、この後の評価については、実際

の年齢時点の身体計測値に対し、その時点

から早く生まれた週数分を左側へ戻した時

点にプロットするといった補正が必要にな

る。この補正を伴う評価は、在胎週数が 32

から 26 週の場合は 1 年間、32 週未満の場

合は 2 年間とされている。なお、在胎 32 週

未満の早産児は、低出生体重児専用の成長

曲線を活用する。 

 また、頻回な身体計測は誤った評価につ

ながりやすく、それに伴う保護者の不安を

助長することが多い。よって、身体計測の頻

度についても言及しており、生後 2 週から

6 か月までは月 1 回、6 から 12 か月は月 2

回、1 歳以降は 3 か月に 1 回程度が望まし

いとされている。 

 イギリスをはじめ、アイルランドやニュ

ージーランド等の UK1990 を活用している

国では、ビデオ、パワーポイントなどの詳細

なトレーニング教材の他に、保健従事者向

けに成長曲線とともに留意点などを簡潔に

示した活用マニュアルがA4/A3サイズにま

とめられている（付図１－３）。そのため、

実際の測定時に活用しやすいようになって

いる。また保護者向けにも成長曲線の概要

や身体発育の評価法について専用ページが
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設けられている。 

 

 

C-3. マニュアルの内容 

 主な国/機関において、成長曲線を活用し

た身体発育評価のための活用マニュアルや

トレーニングツールが公開されている（付

図１）。各マニュアルに共通して以下の内容

が含まれている。 

① 身体計測の意義 

② 成長曲線の特徴とその適切な選択 

③ 正確な測定方法 

④ 記録方法 

  ・両親の身長 

  ・出生週数、誕生日、出生時体重、出生  

   時身長 

  ・特記事項（例：栄養法） 

   ・身体計測値のプロットの仕方 

⑤ 測定値の評価およびその解釈 

⑥ 保健指導（カウンセリング）内容の選択 

⑦ 事例集 

 

 

Ｄ．考察 

 諸外国における乳幼児の身体発育評価の

際に使用している成長曲線の種類やその活

用法について、関連論文や資料をもとに調

べたところ、WHO-CGS を活用または自国

の成長曲線と併用している国が多かった。 

その理由として、母乳栄養を標準とし、健康

な子どもの“あるべき成長”を示しており、

世界共通の信頼性の高い評価ツールという

点が挙げられる。多くの国で活用されてい

るがゆえに、WHO-CGS を活用した乳児の

身体発育評価に関する研究も多く、特に母

乳と人工乳の成長パターンの違いに注意が

必要であることが強調されていた。 

 今回の研究では、成長曲線を用いた身体

発育評価の対象として、健康な子どもに限

定した。そのため、何らかの疾患をもつ子ど

もを対象とした成長曲線を活用した身体発

育評価の方法ついては、別の研究が必要で

ある。一方、早産児や低出生体重児の身体発

育評価は、イギリスをはじめ UK1990 を活

用している国で行われている。今後、わが国

で行われる乳幼児身体発育調査の病院調査

においても、極低出生体重児や生後 1 か月

時点で入院している児も調査対象となるこ

とが想定される。そのため、UK1990 を活

用した早産児の身体発育評価の方法は、わ

が国においても有益な参考情報になると思

われる。 

 本研究では、世界的に多く活用されてい

る 3 種類の成長曲線を活用した身体発育評

価の活用法とマニュアルについて調べた。

各国/機関ともに、身体評価の際の適切な成

長曲線の活用を促すために保健従事者向け

のトレーニング教材（紙媒体、オンライン、

ビデオ、パワーポイント）やマニュアルが充

実していた。わが国においても、平成 23 年

に乳幼児身体発育評価マニュアルが作成さ

れている。そして諸外国のマニュアルと同

様の内容が 94 ページにわたり詳細に含ま

れている。今後、実践現場での活用をより促

すために、詳細版に加え、A4/A3 サイズに

まとめた簡易版もあると、実際の測定現場

で手元に置いておくことができると同時に、

保健従事者間における身体発育評価の標準

化にもつながることが期待できると思われ

る。 

  

 

Ｅ．結論 

 今後わが国において成長曲線を活用した

身体発育評価およびその保健・栄養指導の

ためのマニュアル作成のための参考にすべ

き有用な基礎資料を得ることができた。 
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図１：WHO Child Growth Standards の世界の使用状況（2011 年 4 月時点） 

 

引用文献 : de Onis M, et al. Worldwide implementation of the WHO Child Growth 

Standards. Public Health Nutr 2012; 15: 1603–1610. 
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表
２

. 
主
な
成
長
曲
線
を
用
い
た
身
体
発
育
に
関
す
る
評
価
手
法
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付図１．主な成長曲線を用いた身体発育評価のための活用マニュアルおよびトレーニング

教材の例 

1) WHO ｰ CGS 身体発育評価のトレーニングコース（一例） 

  

 

 

2) CDC2000を活用した成長評価のトレーニング教材（例: 2-20歳） 
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3) UK ｰ WHO: A3/A4サイズ 成長曲線（男児 0-4歳）と活用マニュアル 
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 （健やか次世代育成総合研究事業））分担研究報告書 

 

過去の調査手法を踏まえた我が国の乳幼児の身体発育及び         

健康度を把握するための調査手法の検討 

 

研究分担者 横山 徹爾（国立保健医療科学院生涯健康研究部） 

   

研究要旨 

乳幼児身体発育調査の一般調査は対象者を地区単位で抽出しており、近年の少子化によ

る地区あたりの児の減少および回収率の低下によって全体の調査人数が減少してきてい

る。次回 2020 年の調査に向けて、十分な精度を維持するための調査地区数・人数や抽出方

法について検討した。その結果、前回 2010 年調査の回収率を維持できたとしても、集計人

数は約 15%減少することが予想されたが、単に人数の減少に伴う成長曲線の誤差の増加は

限定的と思われた。ただし、1990 年、2000 年、2010 年にかけて、回収率が毎回約 10%ず

つ低下してきており、さらにこの低下傾向が続くと、標準誤差だけでなく、結果の偏り（バ

イアス）も増大することが懸念され、回収率維持のための自治体との協力等の方策につい

ての検討が今後必要である。 

 

Ａ．研究目的 

 乳幼児身体発育調査は昭和 35 年から 10

年毎に国が実施し、乳幼児の身長、体重、

頭囲、胸囲等の測定を行うとともに、乳幼

児の栄養方法、運動及び言語発達状況の把

握並びに健康度について全国規模で調査す

るものである。同調査は一般調査と病院調

査とからなる。一般調査は、直近の全国の

国勢調査区から 3000 地区を層化無作為抽

出した生後14日以上2歳未満の乳幼児及び、

3000地区から抽出した900地区の2歳以上

小学校就学前の幼児が調査の客体であり、

病院調査は、全国の産科を標榜し且つ病床

を有する病院のうち、医療施設基本ファイ

ルから抽出した 150 病院で出生し、調査月

に 1 か月健診を受診した乳児が調査の客体

である１）。前回 2010 年調査では一般調査は

7652 人、病院調査は 4774 人の協力が得ら

れた。 

一般調査は対象者を地区単位で抽出して

おり、近年の少子化による地区あたりの児

の減少および回収率の低下によって全体の

調査人数が減少してきている。そこで、本

分担研究では７回目となる次回 2020 年の

調査に向けて、十分な精度を維持するため

の調査地区数・人数や抽出方法および回収

率維持のための自治体との協力等の方策に

ついて検討することを目的とする。初年度

は調査地区数・人数等と精度について検討

した。 

 

Ｂ．方法 

 統計法に基づく利用許可を得たうえで、

2010 年乳幼児身体発育調査データを用い

て、次回 2020 年調査における調査人数と身

体発育値の推定誤差との関係を試算した。

2020 年調査の対象児数は、直近の 2015 年

国勢調査区における平均世帯数、一地区当
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たり年齢別の児の数に基づき試算した。 

 

Ｃ．結果 

表 1 に対象者数の試算結果を示す。調査

対象地区数が 2010 年調査と同じ 0-1 歳 

3000 地区、2 歳以上 900 地区だとすると、

0～1 歳では、1 地区あたりの平均児数が

2010 年の 2.19 人から 2020 年の 1.86 人に

15%減少するため、対象者数も 15%減少す

る。2 歳～5 歳 6 月も 1 地区あたりの平均児

数および対象者数が 16%減少する。全体で

約 15%の減少である。一般調査の回収率は、

1980 年 93.5％、1990 年 90.8％、 2000

年 81.4％、2010 年 70.3％と減少を続けて

おり、仮に 2020 年調査で回収率が 2010 年

と同じ（70.3％）だったとしても、有効集

計人数は全体で約 15%の減少（7520 人→

6360 人）と見込まれる。 

身体発育曲線の作成に広く用いられてい

る Cole の LMS 法で計算を行うためには、

年齢区分を細かく分ける必要があり、わが

国の 2010 年調査では、男女別に 0～1 歳を

23 区分、2 歳～5 歳 6 月を 9 区分としてい

る。1 区分あたりの必要人数は 100 名以上

とされており２）、2020 年調査では 0～1 歳

で 1 区分あたり 85 名と、これを下回る可能

性がある。そこで、2010 年調査データを用

いて、調査人数が 15%減少した場合の成長

曲線（パーセンタイル曲線）の標準誤差を

試算した（男・体重：図 1A、B、男・身長：

図 2A、B）。2.5 パーセンタイルや 97.5 パ

ーセンタイルのように分布の端ほど誤差が

大きいが、15%の人数減少では誤差が極端

に膨らむことはない。体重に比べて身長の

発育曲線は標準誤差が大きく見えるが、平

均値に対する相対的な個人差（データのば

らつき）が体重よりも身長の方が小さい影

響と思われる。 

 

Ｄ．考察 

 次回 2020 年の乳幼児身体発育調査で予

想される対象者数の減少と、それに伴う成

長曲線の推定誤差について検討した。直近

の国勢調査に基づく試算では、対象者数が

約 15%減少することが見込まれるが、単に

人数の減少に伴う成長曲線の誤差の増加は

限定的と思われた。ただし、1990 年、2000

年、2010 年にかけて、回収率が毎回約 10%

ずつ低下してきており、さらにこの低下傾

向が続くと、標準誤差だけでなく、結果の

偏り（バイアス）も増大することが懸念さ

れ、回収率維持のための自治体との協力等

の方策についての検討も次年度以降重要で

ある。 

Coleが2000年に発表したLMS法では、

対象年齢区間を予想される身長・体重等の

変化を考慮していくつかに区分し、L（分布

のゆがみ）、M（分布の中央値）、S（分布の

ばらつき）の 3 つのパラメータ曲線を推定

し、成長曲線を描く簡便なものだった。2020

年調査では 1 区分あたり必要とされる人数

100 名を下回ることが予想されるが、年齢

区間を区分せずにパラメータ曲線を推定す

ることも可能であり、近年はそのような手

法を用いることが可能となってきている３）。

年齢区分を分けなくても LMS 法であるこ

とに変わりはなく、過去の調査や諸外国と

の比較にも問題ないと思われるが、次年度

以降は区分作成の有無別に十分な比較可能

性があるかを確認したい。 

 

Ｅ．結論 

 次回 2020 年の乳幼児身体発育調査では、

前回 2010 年調査の回収率を維持できたと

しても、集計人数は約 15%減少することが

予想され、回収率維持のための自治体との

35



協力等の方策についての検討が今後必要で

ある。 
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対象者
数

性・月齢
区分別

人数

有効人
数（体

重）

性・月齢
区分別

人数

H22年 2.19 6,562 143 4,608 100

H32年 1.86 5,567 121 3,909 85

H22年 5.30 4,768 265 2,912 162

H32年 4.46 4,013 223 2,451 136

H22年 7,520

H32年 6,360

表1．2020年乳幼児身体発育調査（一般調査）：調査地区数と人数についての試算

15%
減少

一般調査の回収率
S55年 93.5％　→　H2年 90.8％
→ H12年 81.4％　→　H22年 70.3％

計

２歳０月
～６歳６月

０－１歳
46区分

（男23女23）

18区分
（男9女9）

0-1歳 3000地区．2歳以上 900地区

年齢
性・月齢
区分数

調査年
１地区あた
り児の人数
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 （健やか次世代育成総合研究事業））分担研究報告書 

 

乳幼児身体発育曲線作成のための平滑化ソフト活用法に関する研究 

 

研究分担者 加藤則子 (十文字学園女子大学人間生活学部) 

研究協力者 磯島 豪 (帝京大学医学部小児科学講座) 

  

A.研究目的 

厚生労働省平成 22 年調査において公表

された乳幼児身体発育曲線は、LMS法を用い

て平滑化されている。LMS法は身体計測デー

タ等の分布の特徴をとらえて年齢軸に対す

る平滑化曲線を作成するためのよく使われ

る方法である。L（ゆがみ）M(中央値)S（ば

らつき）に関する変数を、Box-Cox変換を用

いて算出しそれぞれを平滑化することによ

り平滑化分布曲線を得る。 

平成 22年値の算出に当たっては、国立保

健医療科学院横山部長作成による SAS プロ

グラムを用いて平滑化の計算を行った。当

時 LMSchartmaker®が WEB上で公開されてい

たが、実際の平滑化作業において節点の位

置などが明確に把握できる方法としてより

優れているとして選択されたものである。 

一方で文献に当たると LMSchartmaker®に

よって作成された発育曲線も多くみられる

ので、この方法を試してみることには意義

がある。そのため、国内で当該ソフトを用い

て作成された発育曲線を載せている論文を

レビューし、また活用経験のある研究者の

協力を得て、過去の厚生労働省乳幼児身体

発育調査のデータの平滑化の試行を行うこ

ととした。 

また、試行結果に関して当該ソフトの開

発者であるロンドン大学ユニバーシティー

カレッジ小児保健研究所の TJCole 氏に直

接面会して意見を聞くこととした。 

 

B.研究方法 

LMSchartmaker®は LMS 法で発育曲線を簡

便に作成するために開発されたソフトであ

る。作成するだけのものは無料でダウンロ

ードできるが、回帰の妥当性を検証する機

能を備えたものが LMSchartmaker Pro®であ

り、これは有料である。 

PubMedにより、国内で当該ソフトを使用

した文献を検索する。また、心当たりの研究

者をキーワードとした検索結果も参考にす

る。選択された文献に当たり、平滑化法の要

研究要旨 

 2020 年厚生労働省乳幼児身体発育調査をもとに、よりよい乳幼児身体発育曲線を作成する

ため、平滑化法に関する検討を行った。LMSchartmaker®によって作成された発育曲線に関す

る記載がある国内の論文をレビューし、また活用経験のある研究者の協力を得て、過去の厚

生労働省乳幼児身体発育調査のデータに関して LMSchartmaker®による平滑化の試行を行うこ

ととした。試行結果に関して当該ソフトの開発者であるロンドン大学ユニバーシティーカレ

ッジ小児保健研究所の TJCole氏に直接意見聴取して、方法を改善した。2020 年調査における

発育曲線の作成に向けては、国立保健医療科学院横山徹爾部長作成の SAS プログラム、

LMSchartmaker®、GAMLSS in R 等の方法について、それぞれを吟味し、よりよい発育値作成

に向けて準備を進めていく必要がある。 
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点についてまとめる。 

過去の乳幼児身体発育調査の使用につい

ては、厚生労働省からの使用承認を得た。

LMSchartmaker®で演算できる形にデータ加

工し、webから無料ダウンロードした当該ソ

フトを用いて平滑化を試行した。算出され

る発育値は男女別 4 項目にわたるが、最も

年齢別の推移が変化に富む男子体重に関し

て、平滑化を試行し、現地調査として、平滑

化結果を当該ソフトの開発者であるロンド

ン大学ユニバーシティーカレッジ小児保健

研究所の TJCole 氏に直接面会して意見を

聞いた。 

TJCole氏から聴取した意見に基づき、さ

らに解析を加える。特に横軸のスケールの

取り方として、original（単純増加対応）、

rescaled（増加のみの推移だが増加の度合

いが年齢とともに変化する・体重等）

transformed （年齢に応じて値が増加した

り減少したりする・BMIや皮脂厚等）をソフ

トは用意しているが、最も適切なものを選

択してより良い平滑化を探る。 

現地調査で聴取した意見をもとに必要情

報を収集して、今後よりよい発育曲線を作

成して行くことに備えた。 

 

C.研究結果 

国内でLMSchartmaker®によって作成され

た発育曲線に関する国内論文を検索選定し

た結果得られたものにつき、内容を要約す

る。 

福島県保育園児の発育曲線（Isojima T, 

Yokoya S, Ono A, Kato N, Tanaka T, 

Yokomichi H, Yamagata Z, Tanaka S, 

Matsubara H, Ishikuro M, Kikuya M, 

Chida S, Hosoya M, Kuriyama S, Kure S. 

Prolonged elevated body mass index in 

preschool children after the Great East 

Japan Earthquake. Pediatr Int. 

2017;59(9):1002-1009.） 

2004 年 4 月から 2005 年 3 月までに生ま

れ 0 歳から 6 歳まで福島県に住んだ保育園

児 男子 312 人女子 263 人の半年ごとの縦

断データから発育曲線を作成した。 

 

ヌーナン症候群児の発育曲線 Isojima 

T, Sakazume S, Hasegawa T, Ogata T, 

Nakanishi T, Nagai T, Yokoya S.  Growth 

references for Japanese individuals 

with Noonan syndrome. Pediatr Res. 

2016 ;79(4):543-8. 

対象例数 男子 159 人、女子 149 人。

LMSchartmaker®に与えた条件を、各項目に

つき「（Lの自由度, M の自由度, Sの自由

度）年齢の処理」の様に示す。 

男子身長 (0, 12, 10) rescaled、男子体

重(4, 9, 5) rescaled、男子 BMI(3, 7, 4) 

transformed 

女子身長(0, 10, 7) rescaled、女子体重

(4, 11, 5) rescaled、女子 BMI (3, 6, 4) 

transformed 

対象となるデータ数や平滑化結果は、表

１及び図１～３のとおりである。 

 

ターナー症候群の発育曲線（Isojima T, 

Yokoya S, Ito J, Naiki Y, Horikawa R, 

Tanaka T. Proposal of new auxological 

standards for Japanese girls with 

turner syndrome. Clin Pediatr 

Endocrinol. 2010 ;19(3):69-82.） 

年齢別計測数は 9 歳において最大で体重

が 557 例、体重が 242 例であった（すべて
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女子）（表２）。 

 

平成 22 年乳幼児身体発育調査データの

平滑化を LMSchartmaker®により試行した。 

平成 22 年調査結データの男子体重の散

布図を図４に示す。外れ値の削除について

は、計算に用いたプログラムの構成から、

公表値の算出にもちいたものと全く同一で

はない。 

年齢軸（月齢で表記）で用いる original

の設定で平滑化したのが、図５である。 自

由度の設定は（Lの自由度, Mの自由度, S

の自由度）が（3,5,3）である。平滑化値の

表示は、Box-Cox 変換後の SD の-2.0001,-

1.3334, -0.6667, 0, 0.6667, 1.3334及

び 2.0001 倍に対応する平滑化曲線を出力

した。この結果を渡英して LMSchartmaker®

の作者 TJCole 氏に直接見ていただいたと

ころ、S の最小値が 40 カ月にあることは、

あまりいい平滑化ではないとのことであっ

た。12か月近辺にある場合、うまくいって

いるといえる。 

そのため、年齢軸を rescale に設定して

同様の自由度（3,6,4）で平滑化した。その

結果が図６である。S の最小値は 1 歳台に

出現し、平成 22年調査結果のための計算結

果（これを論文化したもの表が表３である 

Kato N, Takimoto H, Yokoyama T, Yokoya 

S, Tanaka T, Tada H. Updated Japanese 

growth references for infants and 

preschool children, based on historical, 

ethnic and environmental 

characteristics. Acta Paediatrica 2014; 

103(6): e251–e261.）とよくにており、

rescale に設定して行うのが妥当と考えら

れた。 

わが国の乳幼児身体発育データは、新生

児期の生理的体重減少まで捉えていること

が国際的にもめずらしい特徴であるが、急

カーブであるため、数式としてとらえにく

いのではないかと考えられていた。TJCole

氏による、年齢軸を対数変換していてはど

うかというアドバイスにしたがい、日齢に

1 を加えて（出生時は日齢 0 であるが、こ

れを対数変換することは出来ないので、1を

加える）対数をとった（図７）。Chartmaker

で計算結果の読み取りを行うときの便のた

め、対数化した値の 10倍を年齢軸にとって

平滑化の計算を行った（図８）。 

この結果に対する TJCole 氏のコメント

は、S の曲線が右の端で上昇していないこ

とが難点であるということだった。1 では

なくて、それより大きい数を足してみるの

も解決策かもしれないとのことであった。

あまり大きい数を足すと、出生直後の体重

減少がうまく反映されなかった。プラス 3

でかろうじて S の右端が上昇し出生後の体

重減少も反映される平滑化となった（図９）。

対数変換した年齢軸を元に戻して曲線を引

いた結果を図１０に示す。日齢+3で対数変

換した場合、出生直後の体重減少の様子の

反映が物足りない。 

年齢を rescaled 設定で計算してみたが、

出生後の体重減少自体計算結果に現れなか

った。一旦対数変換をしたものは、現実の

発育経過とは異なるため、ソフトに内蔵さ

れている rescale 機能がなじまなかったも

のと考えられる。 

TJCole氏は、出生直後の縦断データの豊

富さに注目し、このようなデータは国際的

にあまり見られないので、単にパーセンタ

イル曲線を作成するにとどまらず、体重減
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少量の分布や、体格の推移など、データの

縦断性に注目して検証すると興味深い結果

が得られるだろうとコメントしていた。 

 

LMSchartmaker®は、プログラミングの実

際を担当した Pan 氏の逝去によって、事実

上サポートが終了になっている状況にある。

現在 TJCole 氏が新たに発育曲線の平滑化

を行うときは、WEB 上に無料で公開されて

いる統計パッケージ R として動いている

GAMLSSパッケージを活用しているとのこと

であった。 

GAMLSS は generalized additive model 

for location, scale and shape の頭文字

をとったもので、セミパラメトリックな回

帰モデルに属し、ノンパラメトリックな平

滑化関数も含有する（Stasinopoulos DM, 

Rigby RA. Generalized Additive Models 

for Location Scale and Shape (GAMLSS) 

in R. Journal of Statistical Software. 

2007; 23(7):1-46）。Location は位置（平

均値）scaleはばらつき、shapeはゆがみと

尖りに対応し、分布におけるその 4 つを推

計する。目的変数である推計値は、横軸に

対する関数としてあらわされる。4 つの要

素にそれぞれに関して logit, log, fixed, 

identity等分布を設定することが可能であ

る。これらの組み合わせにより、100を超え

るタイプの推計法が設定され、R によるパ

ッケージの一部として無料で公開されてい

る。4 つの要素の分布のタイプ設定の他に

追加設定を行うことが出来、その中の一つ

に三次スプラインも含まれている。平滑化

法に関する設定である。 

100 個以上提供されている回帰のタイプ

の一つは、LMSChartmalerの機能（Cole TJ, 

Green PJ. Smoothing reference centile 

curves: the LMS method and penalized 

likelihood. Stat Med 1992; 11: 1305–19.）

と同じものであり、BCCG distribution と

呼ばれている。BCCG は Box-Cox Cole and 

Green を意味する。R内での表現は BCCG()

となっている。LMSchartmaker Pro® では回

帰の妥当性を検証する Q-Q plot を返して

く る が 、 こ れ は  GAMLSS の BCCG 

distributionの回帰でも計算される機能で

ある。 

GAMLSSは汎用性の高い回帰法であると理

解されるが、代表的な使用例の一つとして

WHO の発育曲線の作成（ Group WMGRS. 

Length/height-for age, weight-for-age, 

weight-for length, weight for height 

and body mass index-for-age: method and 

development. Geneva: World Health 

Organization, 2006.）があげられているこ

とには注目される。このほか、経済学、工

学等、活用範囲は極めて多様である。 

 

D.考察 

文献検討によって、LMSchartmaker®によ

る発育曲線作成の実績が国内で積まれてい

ることが分かった。厚生労働省による乳幼

児身体発育調査データからLMSchartmaker®

で発育曲線を作成することは可能であると

考えるが、過去 3 回においてそれぞれ男女

4 項目の発育値について綿密な作成を行っ

た水準の緻密な計算にまで練り上げていく

ことは今後の課題となる。新生児期の生理

的体重減少部分の平滑化については、日齢

軸の対数変換が方法のひとつであることが

分かったが、活用にはさらに工夫が必要で

ある。 
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2020年調査による成長曲線作成のための

平滑化法は、LMS 法をベースとするのが妥

当であると考えられるが、実際の演算とし

て、3つの方法の選択肢がある。ひとつは、

2010年調査における調査で用いられた国立

保健医療科学院横山徹爾部長作成の SAS プ

ロ グ ラ ム に よ る 算 出 、 二 つ 目 は

LMSchartmaker®による算出、そして三つめ

は R として 提供されている GAMLSS パッケ

ージ活用である。LMSchartmaker®は国内で

もある程度活用実績があるもののサポート

終了状態にあること、GAMLSSパッケージを

用いる場合活用スキルのある研究者を手配

する必要があること（R自体は、専門的なプ

ログラミング技術を必要としない、使い勝

手を配慮して提供されてものであるとされ

ているが）等を勘案して、現実的な方法を

絞っていく必要がある。 

 

E.結論 

2020年調査における発育曲線の作成に向

けて、国立保健医療科学院横山徹爾部長作

成の SAS プログラム、LMSchartmaker®、

GAMLSS in R 等の方法について、それぞれ

を吟味し、よりよい発育値作成に向けて準

備を進めていく必要がある。 

 

F 健康危険情報 

なし 

 

G.研究発表 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

1.論文発表 

1）なし 

 

2.学会発表 

1）なし 

 

 

H.知的財産権の出願・登録状況 

  
1. 特許取得 

なし 

 
 
2. 実用新案登録 

なし 

 
 
3.その他 

なし 
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ヌーナン症候群発育曲線作成のためのサンプル数 

 

ヌーナン症候群の身長発育（上:男子 下:女子） 

 

ヌーナン症候群の体重発育（上:男子 下:女子） 

 

ヌーナン症候群の年令別 BMI（上:男子 下:女子） 
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表２ ターナー症候群発育曲線作成のためのサンプル数 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
図４ LMSchartmaker(R)で試算した男子体重データの散布図 
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図５ 無変換年齢軸による体重発育曲線の試作 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ 成長の速さを考慮して目盛を打ち直した年齢軸で試算した男子体重曲線 
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表３ 厚生労働省平成22年発育地の元となったL,M,Sの値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図７ （日齢＋１） を対数変換した年齢軸による男子体重データ散布図 
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図８ （日齢＋１） を対数変換した年齢軸で試作した男子体重曲線 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９ （日齢＋３） を対数変換した年齢軸で試作した男子体重曲線 
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図１０ 対数変換した年齢軸を元に戻すことにより得られた男子体重曲線 
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 （健やか次世代育成総合研究事業））分担研究報告書 

 

早産低出生体重児の成長・発達評価に関する調査 

 

研究分担者 盛一 享德（国立成育医療研究センター小児慢性特定疾病情報室） 

 

研究要旨 

【背景・目的】昨今わが国では低出生体重児の割合が全出生の一割弱まで増加しており

無視できない存在となっている。そこで全国の早産低出生体重児の診療を行っている医

療施設において、早産低出生体重児の成長評価に成長曲線がどのように用いられている

かの現状を把握することを目的として調査を行った。 

【方法】新生児の診療を行っていると思われる全国342施設に対し郵送による質問紙調

査を行った。 

【結果】全国47都道府県の施設から回答が得られ、有効回答率は63.7%であった。極低

出生体重児や超低出生体重児においても成長曲線は、フォローアップの際に広く利用さ

れていた。修正月齢に換算しての利用は3～4割程度にとどまっていた。2000年データの

成長曲線の利用は約6割、2010年データの利用は約4割であり、全体の8割がSD表記の成

長曲線を利用していた。 

【結論】本調査により、わが国における早産低出生体重児に対する成長曲線の利用状況

の概況があきらかとなり、今後の成長曲線作成および利活用を考える上での参考になる

と思われた。 

Ａ．研究目的 

わが国では昨今低出生体重児の出生が全

出生の一割弱まで増加しており、低出生体

重児の存在は無視できない状況となってい

る。本調査は、全国の早産低出生体重児の診

療を行っている医療施設において、早産低

出生体重児の成長評価に成長曲線がどのよ

うに用いられているかの現状を把握するこ

とを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

全国の新生児に対する入院診療を行って

いると考えられた 342 施設に対し、郵送に

より調査票を送付し、郵送により回答を回

収した。調査票は施設ごとに一通送付し、回

答は無記名方式で、対象は医療施設におい

て新生児科外来を担当している医師とした。

本研究は、国立成育医療研究センター倫理

審査委員会の承認を受けて行われた（受付

番号：1971）。 

 

Ｃ．結果 

調査票を送付した 342 施設のうち、228

施設から回答を得た。うち 10 施設について

は同意確認欄にて不同意または、無記入に

より同意が確認できなかったため、解析対

象から除外し解析対象は 218 施設であった。

有効回答率は 63.7%であった（図 1）。 

全国 47 都道府県の施設から回答がえら
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れ（表 1）、施設種類の内訳は、総合周産母

子センターが全回答の 33.9%、地域周産母

子センターが 59.2%、その他の施設が 6.9%

であった。施設種類ごとの回答率は、それぞ

れ 72.5%、61.7%、48.4%であった（表 2）。 

極低出生体重児の外来フォローアップ終

了年齢は、3 歳前後、6 歳前後、9 歳前後と

おおよそ 3 つのピークを認めた。10 歳を超

えてフォローアップをしている施設は

3.7%であった。超低出生体重児の外来フォ

ローアップ終了年齢は、6 歳前後と 9 歳前

後の 2 つのピークを認め、10 歳を超えて

フォローアップをしている施設は 11.5%で

あった。 

ほとんどの施設で、何らかの形で早産低

出生体重児のフォローアップにおいて成長

曲線を利用していた（表 3）。成長曲線は

2000 年データを利用している施設は

57.3%、2010 年データを利用している施設

が 36.7%であり、約 8 割が SD 表記の成長

曲線を利用していた（表 4、5）。 

成長曲線の使い方としては、常に修正月

（年）齢に換算して利用している施設は

30.3%であり、適宜利用している者を加え

ると、約 44%で換算して成長曲線を利用し

ているのに対し、6 割弱は暦年齢で利用し

ていた（表 6）。 

体重 SD については、LMS 法を用いた成

長曲線の利用は 20.6%であり（表 7）、日本

小児内分泌学会がわが国における体格の基

準年を 2000 年と定めていることについて、

43%が既知であった（表 8）。早産低出生体

重児の成長発達評価において、BMI や肥満

度が利用される割合は、それぞれ 39.0%、

20.2%であった。 

発達検査は、１歳半で 82.6%、3 歳で

94.0%、6 歳で 59.6%、9 歳で 28.4%が行っ

ており、主に用いる検査としては、遠城寺式

が 57.8%、新版 K 式が 76.6%、WISC-IV が

63.3%、ADHD-RS が 12.4%であった。一部

の施設で田中ビネー式、ベイリー、K-ABC、

KIDDS 等の検査が用いられていた（いずれ

も 3％未満）。 

 

Ｄ．考察 

早産低出生体重児が全国的にどのような

形でフォローアップされており、また彼ら

に対して成長曲線がどのように用いられて

いるか、その概況を把握するため、全国の新

生児医療施設に対して調査を行った。47 都

道府県の全ての医療施設から回答が得られ、

また施設区分でも周産期母子医療センター

を中心に多くの回答を得られたことから、

本調査は簡易検査ではあるが、わが国全体

の早産低出生体重児に対するフォローアッ

プの概況を把握できたと考えられた。 

成長曲線は早産低出生体重児においても、

広く利用されていたが、修正月（年齢）齢に

換算しての利用は、3～4 割にとどまること

がわかった。2000 年が基準年とされている

ことが既知であった割合は高くなかった。 

昨今ではより長期のフォローアップの必

要性が明らかとなりつつあるが、就学後も

フォローアップを続けている施設は、極低

出生体重児では約 4 割、超低出生体重児で

も 5 割強であり、長期の外来フォローアッ

プの難しさを現していると思われた。 

本研究の限界としては、各施設の新生児

科外来担当医に対し調査票を送っているこ

とから、恐らくは外来を担当する常勤医を

中心に回答が得られていると思われるが、

無記名式の回答でありどのような立場の医

師が回答したか確実では無い。また同一施
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設でも担当医によって対応が異なる場合も

あると思われるが、それらは反映されてい

ない。しかしながら、全国の周産期施設から

比較的均等に回答が得られていることから、

わが国の早産低出生体重児のフォローアッ

プの現状の概況は把握できたと考える。 

 

Ｅ．結論 

本調査によりわが国における早産低出生

体重児に対する成長曲線の利用状況の概況

が明らかとなった。 

 

Ｆ．健康危機情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

なし 

 

Ｈ． 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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図 1 解析対象施設 
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表 1 都道府県別の回答率 

都道府県 回答数 送付数 回答率  都道府県 回答数 送付数 回答率 

北海道 12 19 63.2%  広島県 5 7 71.4% 

青森県 2 4 50.0%  山口県 2 4 50.0% 

岩手県 1 1 100.0%  徳島県 1 3 33.3% 

宮城県 6 6 100.0%  香川県 3 4 75.0% 

秋田県 2 2 100.0%  愛媛県 1 6 16.7% 

山形県 4 4 100.0%  高知県 1 2 50.0% 

福島県 3 7 42.9%  福岡県 7 14 50.0% 

茨城県 1 4 25.0%  佐賀県 2 4 50.0% 

栃木県 4 6 66.7%  長崎県 3 5 60.0% 

群馬県 3 3 100.0%  熊本県 2 2 100.0% 

埼玉県 4 11 36.4%  大分県 4 4 100.0% 

千葉県 8 11 72.7%  宮崎県 4 6 66.7% 

東京都 24 31 77.4%  鹿児島県 3 4 75.0% 

神奈川県 13 23 56.5%  沖縄県 5 8 62.5% 

新潟県 4 6 66.7%  合計 218 342 63.7% 

富山県 2 3 66.7% 

石川県 3 4 75.0% 

福井県 1 2 50.0% 

山梨県 4 4 100.0% 

長野県 4 8 50.0% 

岐阜県 4 5 80.0% 

静岡県 4 11 36.4% 

愛知県 13 19 68.4% 

三重県 5 6 83.3% 

滋賀県 1 4 25.0% 

京都府 7 9 77.8% 

大阪府 15 27 55.6% 

兵庫県 8 12 66.7% 

奈良県 2 3 66.7% 

和歌山県 2 2 100.0% 

鳥取県 3 4 75.0% 

島根県 3 3 100.0% 

岡山県 3 5 60.0% 
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表 2 施設種類別の回答率 

施設区分 送付施設数 回答施設数 回答率 

総合周産期母子医療センター 102 74 72.5% 

地域周産期母子医療センター 209 129 61.7% 

上記以外 31 15 48.4% 

合計 342 218 63.7% 

 

 

表 3 成長曲線を利用しているか 

成長曲線の利用 回答数 割合 

利用していない 3 1.4% 

一部利用している 32 14.7% 

全例利用している 177 81.2% 

(未記入） 6 2.8% 

合計 218 100% 

 

 

表 4 2000 年データと 2010 年データのどちらを利用しているか 

利用年度 回答数 割合 

2000 年データ 125 57.3% 

2010年データ 80 36.7% 

両方 1 0.5% 

その他（分からない） 6 2.8% 

(未記入） 6 2.8% 

合計 218 100％ 

 

 

表 5  SD 表記とパーセンタイル表記のいずれを用いているか 

利用種類 回答数 割合 

SD 表記を利用 173 79.4% 

パーセンタイル表記を利用 41 18.8% 

その他（併用） 3 1.4% 

(未記入） 1 0.5% 

合計 218 100％ 
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表 6 成長曲線を利用する際に修正月齢に換算しているか 

修正月齢に換算しているか 回答数 割合 

修正月（年）齢に換算する 66 30.3% 

暦月（年）齢のまま使う 121 55.5% 

その他（適宜併用） 30 13.8% 

(未記入） 1 0.5% 

合計 218 100％ 

 

 

表 7  LMS 法による体重 SD を利用しているか 

LMS法を利用しているか 回答数 割合 

利用している 45 20.7% 

利用していない 166 76.1% 

その他 3 1.4% 

(未記入） 4 1.8% 

合計 218 100％ 

 

 

表 8 2000 年データを基準とすることを知っていたか 

基準年について 回答数 割合 

知っていた 93 42.9% 

知らなかった 124 57.1% 

(未記入） 1 0.5% 

合計 218 100％ 
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 （健やか次世代育成総合研究事業））分担研究報告書 

 

幼児健康度調査における調査項目の適正化に関する研究 

 

研究分担者  松浦賢長 （福岡県立大学看護学部） 

研究協力者  原田直樹 （福岡県立大学看護学部） 

研究協力者  近藤洋子 （玉川大学教育学部） 

研究協力者  堤ちはる （相模女子大学栄養科学部） 

研究協力者  阿部百合子（日本大学医学部） 

研究協力者  大屋晴子 （昭和大学保健医療学部） 

研究協力者  安藤朗子 （日本女子大学家政学部） 

研究分担者  加藤則子 （十文字学園女子大学人間生活学部） 

研究協力者  衞藤 隆 （元小児保健協会会長） 

 

 

 

Ａ．研究目的 

 幼児健康度調査は､厚生労働省が都道府

県及び特別区を含む政令市に委託して行う

「乳幼児身体発育調査」とあわせて、幼児の

心身の健康や日常生活及び発達の状態を調

査することにより、今後の乳幼児健診や保

健指導、育児相談の指針を得ることを目的

に行うものである。10年毎に実施される「乳

幼児身体発育調査」が母子健康手帳の発達

曲線等の乳幼児の身体的発育の基礎データ

となるのに対して、この「幼児健康度調査」

は１歳以後の幼児の生活実態や発達状況と

その変遷を調査するもので、母子健康手帳

や保健指導のアンケート項目の基本データ

ともなる重要なものとして位置付けられて

きた。 

研究要旨 
幼児の心身の健康や日常生活及び発達の状態を調査することにより、今後の乳幼児健診や保

健指導、育児相談の指針を得ることを目的に行う「幼児健康度調査」について、社会的意義、質

問項目の見直しのための枠組み、新規質問項目の検討を行うことを目的とした。そのために、既

存の資料及びインタビューによって、幼児をめぐる様々な課題と今日的な課題について整理し、

その上で、過去文献の検討によって小児保健及び幼児健康度調査開始当時の意義について把握

し、これらの結果から幼児健康度調査の質問項目及び幼児健康度調査の社会的意義の再構築に

ついて検討を加えた。調査項目は、これからの幼児の課題をいち早く提示するために、新しい観

点の質問項目と時代の変遷を把握できる継続的質問項目から構成される。そして乳幼児健診後

から学齢期にかけての、すなわち 4歳から 6歳までの状況も把握することにより、乳幼児健診問

診項目との接続を図ることができ、ここに幼児健康度調査の社会的意義を見ることができた。 
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 これまで幼児健康度調査は、1980年を第

１回目として過去 4回実施され、2020年に

第 5 回調査が実施される予定である。しか

しこの 40 年間のうちに幼児をめぐる環境

は劇的に変化しており、幼児健康度調査は

時代に合わせて、その社会的意義の再確認

とともに調査項目の見直しが検討されなけ

ればならない。 

 よって本研究は、幼児健康度調査の調査

結果がわが国の母子保健の推進に寄与する

基礎データとなることを目指し、そのため

に現在の幼児をめぐる課題を明らかにする

とともに、幼児健康度調査の社会的意義、質

問項目の見直しのための枠組み、新規質問

項目の検討を行うことを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 現代の幼児をめぐる様々な課題のうち、

既存のデータや文献、及び幼児健康度調査

の過去の調査の質問項目（過去 4 回分）に

より課題内容を整理する。なお、これら幼児

をめぐる課題を踏まえ、さらに今日的な課

題の把握のため、小児保健に関する臨床医

や研究者らを対象としたグループインタビ

ューを実施し、データを得ることとする。そ

の上で日本小児保健協会「小児保健研究」

（創刊号から第 50号）による文献検討によ

って小児保健及び幼児健康度調査開始当時

の意義について把握する。 

これらの結果から幼児健康度調査の質問

項目及び幼児健康度調査の社会的意義の再

構築について検討する。 

 なお、妥当性の確保のため、本研究は母子

保健や小児保健の専門家 14 名を研究協力

者として、継続質問項目と新規質問項目に

ついて検討することとした。 

（用語の定義） 

 本研究において、幼児とは、1歳以上６歳

以下の子供と定義する。 

 

Ｃ．研究結果 

Ｃ－１．幼児をめぐる様々な課題 

1）健やか親子 21（第 2次）の指標 

 健やか親子 21（第 2次）においては、わ

が国の母子保健を取り巻く状況を踏まえて

3 つの基盤課題と 2 つの重点課題を設定し

ている。さらにそれぞれの課題に対して複

数の評価指標を設定している。これらの指

標のうち、幼児をめぐる今日的な課題とな

るのは以下の内容であった。 

① むし歯（親の仕上げ磨きを含む） 

② 育児期間中の両親の喫煙 

③ 乳幼児健康診査の受診 

④ 子どものかかりつけ医 

⑤ この地域で子育てをしたいと思うか 

⑥ 父親の積極的育児 

⑦ 母親がゆったりとした気分で子どもと過

ごせる時間 

⑧ 育てにくさを感じたときの対処 

⑨ 親が子どもの社会性の発達過程を知って

いるか 

⑩ 発達障害 

⑪ 虐待 

 

2）乳幼児健康診査の問診項目 

 国立成育医療研究センターが乳幼児健康

診査（以下、「乳幼児健診」とする。）におけ

る問診内容の標準化を目的に作成した「乳

幼児健康診査事業 実践ガイド」によると、

健やか親子 21（第 2次）に関連する乳幼児
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健康診査の共通問診は、必須問診項目(15項

目)、中間評価前把握項目(5項目)、推奨問

診項目(13〜15項目)の 3種類に分類される。

このうち必須問診項目と中間評価前把握項

目は健やか親子 21（第 2次）の指標となっ

ている。 

「健やか親子２１（第２次）」の指標とな

っている必須問診項目は 15 項目あり、そ

の全国自治体の乳幼児健康診査問診項目へ

の導入状況は、厚生労働省母子保健課調べ

（平成 27 年度、1,733 市町村が回答）によ

ると、全項目実施市町村が 1,073（61.9%）、

一部項目の実施市町村が 239（22.3%）、実施

無しが 421（24.3%）となっていた。さらに、

実施予定の状況をみると、平成 29 年度に

は 98%程度の市町村で必須問診項目が導入

される見込みとなっている。すなわち「健や

か親子２１（第２次）」の指標となっている

必須問診項目は全国に共通する乳幼児をめ

ぐる健康課題であると言える。以下に項目

を示す。 

① 妊娠・出産について満足している者の割

合 

② 妊娠中の妊婦の喫煙率 

③ 育児期間中の両親の喫煙率 

④ 妊娠中の妊婦の飲酒率 

⑤ 仕上げ磨きをする親の割合 

⑥ 出産後 1 か月時の母乳育児の割合 

⑦ 1 歳 6 か月までに四種混合、麻しん・風

しんの予防接種を終了している者の割合 

⑧ この地域で子育てをしたいと思う親の割

合 

⑨ 積極的に育児をしている父親の割合 

⑩ 乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを乳

幼児が自分で開けることができないよう

工夫した家庭の割合 

⑪ ゆったりとした気分で子どもと過ごせる

時間がある母親の割合 

⑫ 育てにくさを感じたときに対処できる親

の割合 

⑬ 子どもの社会性の発達過程を知っている

親の割合 

⑭ 子どもを虐待していると思われる親の割

合 

※ 「しつけのし過ぎがあった」「感情的

に叩いた」「乳幼児だけを家に残して

外出した」「長期間食事を与えなかっ

た」「感情的な言葉で怒鳴った」「子

どもの口をふさいだ」「子どもを激し

く揺さぶった」のいずれか１つでも

回答した割合であることに留意。 

⑮ 乳幼児揺さぶられ症候群（SBS）を知って

いる親の割合 

 次に中間評価前把握項目は、「健やか親子

２１（第２次）」の中間評価と最終評価の前

年度に各市町村において把握することにな

っている項目であり、以下に示す。 

① 小児救急電話相談（#8000）を知っている

親の割合 

② 子どものかかりつけ医（医師）を持つ親

の割合 

③ 子どものかかりつけ医（歯科医師）を持

つ親の割合 

④ 妊娠中、仕事を続けることに対して職場

から配慮されたと思う就労妊婦の割合 

⑤ マタニティマークを妊娠中に使用したこ

とのある母親の割合 

 そして推奨問診項目とは、これまで実際

に市町村で用いられた実績がある問診項目

を研究班が絞り込んだものである。幼児に
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関連する 1.6 歳児健診及び 3 歳児健診の推

奨問診項目は以下に示すものである。 

（1.6歳児健診） 

① ママ、ブーブーなど意味のあることばを

いくつか話しますか。 

② まわりの人の身振りや手振りをまねしま

すか。 

③ 何かに興味を持った時に、指さしで伝え

ようとしますか。 

④ うしろから名前を呼んだとき、振り向き

ますか。 

⑤ 哺乳ビンを使っていますか。 

⑥ 食事や間食（おやつ）の時間はだいたい

決まっていますか。 

⑦ 朝起きる時間と、夜寝る時間を書いてく

ださい。 

⑧ 甘い飲み物（ジュースなど）をよく飲み

ますか。 

⑨ これまで事故で病院にかかったことがあ

りますか。 

⑩ あなたの最近の心身の調子はいかがです

か。 

⑪ あなたの日常の育児の相談相手は誰です

か。 

⑫ 地域の子育てサークルや子育て支援セン

ターを知っていますか。 

⑬ 現在の暮らしの経済的状況を総合的にみ

て、どう感じていますか。 

⑭ 食物アレルギーについて気がかりなこと

がありますか。 

⑮ 現在何か心配なことはありますか。（子ど

ものこと、配偶者／パートナーとの関係、

父母／義父母との関係、育児仲間のこと、

ほか） 

（3歳児健診） 

① 衣服の着脱をひとりでしたがりますか。 

② ままごと、ヒーローごっこなどごっこ遊

びができますか。 

③ 歯みがきや手洗いをしていますか。 

④ 朝起きる時間と、夜寝る時間を書いてく

ださい。 

⑤ 甘い飲み物（ジュースなど）をよく飲み

ますか。 

⑥ 偏食や小食など食事について心配なこと

がありますか。 

⑦ お子さんはテレビや DVD を１日２時間以

上みていますか。 

⑧ これまで事故で病院にかかったことがあ

りますか。 

⑨ あなたの最近の心身の調子はいかがです

か。 

⑩ あなたの日常の育児の相談相手は誰です

か。 

⑪ 地域の子育てサークルや子育て支援セン

ターを知っていますか。 

⑫ 現在の暮らしの経済的状況を総合的にみ

て、どう感じていますか。 

⑬ 現在何か心配なことはありますか。（子ど

ものこと、配偶者／パートナーとの関係、

父母／義父母との関係、育児仲間のこと、

ほか） 

 

3）幼児健康度調査の継続的質問項目 

 幼児健康度調査は、これまで 1980年から

2010 年までの 30 年間で 4 回の調査が実施

されてきたが、その時代に合わせて、質問項

目は変化をしている。一方で、4回とも変わ

らずに継続した質問項目も存在する。それ

は時代に影響を受けにくい幼児の課題であ

り、現代においても継続している幼児の課
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題である。項目は以下である（表 1）。 

①健診・育児相談の有無 

②予防接種の接種状況と種類 

③感染症の罹患の有無・種類 

④入院の有無・疾患 

⑤持病の有無・内容 

⑥けがの経験の有無・種類 

⑦かかりつけの医師の有無 

⑧むし歯・歯科受診 

⑨育児の相談相手の内訳 

⑩食事の心配の有無・内容 

⑪おやつの与え方 

⑫就寝時刻 

⑬起床時刻 

⑭昼寝の程度（時間） 

⑮夜尿の頻度（2歳以上） 

⑯歯みがきの習慣 

⑰気になるくせの有無・内訳 

⑱安全な遊び場の有無・内訳 

⑲おけいこごと、その内訳 

⑳排尿のしつけ 

㉑排便のしつけ 

 

4)その他の幼児をめぐる今日的課題 

 1)～3)のデータを資料としながら、小児

保健に関する臨床医や研究者らを対象とし

たグループインタビューにより、その他の

幼児をめぐる今日的課題について以下のこ

とを聞き取った。 

①障害がある子どもに関する課題 

②貧困に関する課題 

③メディアとの接触に関する課題 

④子育てにおける懲戒に関する課題 

⑤社会的孤立に関する課題 

 

Ｃ－２．幼児健康度調査の社会的意義 

 小児保健及び幼児健康度調査の社会的意

義を検討するため、日本小児保健協会「小児

保健研究」（創刊号から第 50 号）から、関

係する部分を抽出した。 

1)小児保健の意義 

 日本小児保健協会「小児保健研究」から抽

出した小児保健の意義に係る記述をまとめ

た（表 2）。 

 

2)幼児健康度調査の社会的意義 

日本小児保健協会「小児保健研究」から抽

出した幼児健康度調査開始当時の調査の意

義に係る記述をまとめた（表 3）。 

 

Ｄ．考察 

Ｄ-１．幼児をめぐる今日的課題から見た

幼児健康度調査の質問項目の枠組み 

 健やか親子 21（第 2 次）の評価指標、

及び乳幼児健診の問診項目、幼児健康度

調査の継続的質問項目を整理すると以下

のように整理される。 

① 身体 

② 環境 

③ 育児 

④ 社会 

⑤ 心理 

⑥ 生活 

①身体は疾病（感染症、けが、入院、む

し歯、アレルギー等）、疾病の予防（予防

接種等）、従来型の発達に関する項目（意

味のある言葉を話しますか、周囲の人の

身振り手振りをまねしますか、後ろから

呼ばれて振り返りますか等）である。 

②環境は子育てに係る環境すべてであ
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り、経済環境を含む項目である。 

③育児は保護者の心身の健康、育児の

あり方（習いごと、メディアとの接触、虐

待等）に関する項目である。 

④社会は社会的育児（保育、就学前教育、

育児支援や保健医療に関する社会資源等）

や保護者の社会との関り（育児の相談相

手）に関する項目である 

⑤心理は、発達障害等の神経発達に関

する項目である。 

 ⑥生活は、食事、睡眠、遊び、清潔、排

泄等の幅広い項目である。 

 これらの 6 項目について、幼児健康度

調査の質問項目は整理される必要があり、

特に前回調査から約 10 年経過した中で、

社会の変化により幼児をめぐる環境の変

化は大きく、そのあたりはその他の幼児を

めぐる現代的課題で抽出した項目について、

新規質問項目を検討する必要があろう。 

 

Ｄ-２．幼児をめぐる今日的課題から検討す

る新規質問項目 

①障害がある子どもに関する課題 

 発達障害の認知度や育てにくさや違和感

を質問していることはあるが、その他の障

害を含めた質問項目は見当たらない。障害

のある子どもの子育てについて、周囲や健

常児の子育て情報は使用できないことがあ

るため、障害のある子どもの情報収集方法

は課題であり、新たな質問項目として考え

る必要がある。 

②貧困に関する課題 

 既存の調査等貧困に関する質問項目はあ

るが、暮らし向きを問う主観的困窮感につ

いての項目であり、もう少し客観的に課題

を捉えるべきである。 

 内閣府は全国の自治体が実施した子ども

の貧困に関する調査について、質問項目を

まとめている（表 4）。このうち今日的な貧

困課題に関する質問項目として、お金の使

い方の優先順位が挙げられる。子育て世代

の保護者は、食費やライフラインに係る費

用を削ってでも通信費（スマートフォン）は

使用していることが考えられる。 

③メディアとの接触に関する課題 

 これまでも忙しさから DVD をずっと見せ

ている育児の在り方が問題視されたことが

あるが、今日的にはスマートフォンをはじ

めとするデジタルデバイスを育児に使用し

ている保護者の多さが課題とされることが

ある。「スマホ育児」と言われるように、忙

しさからスマートフォンやタブレットを子

どもに見せっぱなしにしていることがある。

一方、教育系コンテンツのタブレットを用

いて子どもに見せている場合もあり、一概

にスマートフォン等を「見せている」という

だけでは課題の把握は難しい。デバイスで

はなく、コンテンツをどのように見せてい

るかを把握すべきである。 

④子育てにおける懲戒に関する課題 

 虐待に関する項目はあるが、民法で定め

るところの懲戒（躾を含む）の内容は問われ

ていない。いわゆる「愛の鞭」になってしま

うような躾と称する体罰や感情的な言動以

外に、注意の内容においてもポジティブな

ものとネガティブなものがある。保護者の

懲戒に関する意識が課題であり、これを新

規質問項目として検討すべきである。 

⑤社会的孤立に関する課題 

 社会的孤立の捉え方は、ソーシャルキャ
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ピタルとの関係であると言える。ソーシャ

ルキャピタルを受け入れることができない

保護者が課題である。これを測る指標とし

て、家庭が社会に開かれているか、すなわち

家庭に来客があるかが一つとなる。 

 

Ｄ-３．幼児健康度調査の社会的意義 

小児保健及び幼児健康度調査開始当初の

意義、そして現代の幼児をめぐる課題から、

幼児健康度調査の社会的意義を再構築する

必要がある。 

 小児保健は小児科学、小児衛生学を起点

としつつ、一貫しているのは小児の健康増

進であり、それを阻害する様々な因子につ

いての研究や、その因子を排除するための

検討がなされてきた。この阻害因子は時代

とともに変化するものと継続しているもの

があり、それらを見出し、また予見するため

の方法の一つが幼児健康度調査であると言

えよう。 

 幼児健康度とは、幼児の健康を評価する

ための考え方や方法を時代に先駆けて提示

するために用いる表現である。 

 これからの幼児の課題をいち早く提示す

るために、新しい観点の質問項目と時代の

変遷を把握できる継続的質問項目から構成

される。 

 乳幼児健診後から学齢期にかけての、す

なわち 4 歳から 6 歳までの状況も把握する

ことにより、乳幼児健診問診項目との接続

を図ることができ、ここに幼児健康度調査

の社会的意義を見ることができる。 

 

Ｅ．結論 

現代の幼児をめぐる様々な課題について、

健やか親子 21（第 2次）、乳幼児健康診査問

診項目、及び幼児健康度調査の過去の調査

の質問項目、インタビューによって、幼児を

めぐる様々な課題、さらに今日的な課題に

ついて整理し把握することができた。その

上で、過去文献の検討によって小児保健及

び幼児健康度調査開始当時の意義について

把握し、これらの結果から幼児健康度調査

の質問項目及び幼児健康度調査の社会的意

義の再構築について検討を加えることがで

きた。今後は、さらに詳細な幼児をめぐる課

題についてのデータをもとにして、より具

体的な質問項目の検討が求められる。 

 

Ｆ．健康危機情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

1．論文発表 

 なし 

2．学会発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む） 

1．特許取得 

なし 

2．実用新案登録 

なし 

3．その他 

なし
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表
1 

幼
児
健
康
度
調
査
に
お
け
る
質
問
項
目
の
推
移
 

 

  

昭
和

5
5
年

度
平

成
2
年

度
平

成
1
2
年

度
平

成
2
2
年

度

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

記
入

者
F
A
C

E

性
別

○
○

F
A
C

E
○

父
親

の
年

齢
○

○
F
A
C

E
○

母
親

の
年

齢
○

○
F
A
C

E
○

祖
父

の
有

無

祖
母

の
有

無

き
ょ

う
だ

い
の

有
無

○
○

F
A
C

E
○

兄
姉

の
数

○
F
A
C

E
○

弟
妹

の
数

○
F
A
C

E
○

他
の

同
居

人
の

有
無

×
×

×

保
護

者
の

職
業

○
F
A
C

E
○

住
居

○
F
A
C

E
○

集
合

住
宅

：
何

階
に

住
ん

で
い

る
か

○
F
A
C

E
○

地
域

環
境

○
×

日
あ

た
り

○
×

騒
音

で
困

る
こ

と
○

×

Ⅰ
．

生
活

や
健

康
に

つ
い

て
の

調
査

○

Q
1

昼
間

の
主

な
保

育
者

は
ど

な
た

で
す

か
Q

1
▲

回
答

項
目

Q
1

○

Q
2

お
子

さ
ん

を
ど

こ
か

に
預

け
て

い
ま

す
か

Q
2

○
Q

2
○

Q
2
-
1

そ
れ

は
ど

こ
で

す
か

Q
2
-
1

○
Q

2
-
1

○

Q
2
-
2

預
け

た
の

は
い

つ
か

ら
で

す
か

Q
2
-
2

○

Q
2
-
2

預
け

て
い

る
時

間
は

そ
れ

く
ら

い
で

す
か

Q
2
-
3

▲
時

間
帯

区
分

Q
2
-
3

○

Q
2
-
3

預
け

て
い

る
時

間
は

ど
れ

く
ら

い
で

す
か

（
時

間
帯

別
平

均
値

）
×

Q
3

M
は

働
い

て
い

ま
す

か
Q

3
○

Q
3

○

Q
3
-
1

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

勤
務

形
態

で
す

か
Q

3
-
1

○
Q

3
-
1

○

Q
3
-
1

常
勤

の
場

合
の

勤
務

時
間

Q
3
-
1

○
×

Q
3
-
1

パ
ー

ト
タ

イ
ム

の
場

合
の

勤
務

日
数

（
週

単
位

）
×

Q
3
-
1

パ
ー

ト
タ

イ
ム

の
場

合
の

勤
務

時
間

×

Q
3
-
1

自
営

業
の

場
合

の
勤

務
時

間
×

Q
3
-
2

ど
の

よ
う

な
時

間
帯

で
す

か
Q

3
-
2

▲
時

間
帯

区
分

×

Q
4

子
育

て
サ

ー
ク

ル
に

参
加

し
て

い
ま

す
か

×

Q
4
-
1

ど
れ

は
ど

の
よ

う
な

サ
ー

ク
ル

で
す

か
×

Q
4
-
2

サ
ー

ク
ル

活
動

に
参

加
し

て
よ

か
っ

た
こ

と
は

な
ん

で
す

か
×

Q
4
-
3

サ
ー

ク
ル

活
動

に
参

加
し

て
よ

く
な

か
っ

た
こ

と
は

ど
の

よ
う

な
こ

と
で

す
か

×

▲
同

居
中

の
祖

父
母

の
有

無
○

平
成

2
年

度
に

同
じ

F
A
C

E
○
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昭
和

5
5
年

度
平

成
2
年

度
平

成
1
2
年

度
平

成
2
2
年

度

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

Q
4

M
の

気
持

ち
や

か
ら

だ
の

調
子

は
い

か
が

で
す

か
Q

5
○

Q
4

○

Q
6

育
児

に
自

信
が

も
て

な
い

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

Q
5

○

Q
7

子
育

て
に

困
難

を
感

じ
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

Q
6

○

Q
8

子
ど

も
を

虐
待

し
て

い
る

の
で

は
な

い
か

と
思

う
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
Q

7
○

Q
8
-
1

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

で
す

か
Q

7
-
1

○

Q
5

M
は

ゆ
っ

く
り

子
ど

も
と

過
ご

せ
る

時
間

が
あ

る
か

Q
9

○
Q

8
○

Q
1
0

M
は

自
分

の
た

め
に

使
え

る
時

間
を

も
て

て
い

ま
す

か
Q

9
○

Q
1
0
-
1

日
に

も
よ

る
が

、
M

が
自

分
の

た
め

に
使

え
る

時
間

は
ど

の
く
ら

い
×

Q
6

F
は

育
児

に
参

加
し

て
く
れ

る
か

Q
1
1

○
Q

1
0

「
育

児
に

参
加

」
→

「
育

児
を

し
て

い
る

か
」
に

変
更

Q
1
2

F
は

家
事

を
し

て
く
れ

ま
す

か
×

Q
1
3

F
は

M
の

相
談

相
手

、
精

神
的

な
支

え
に

な
っ

て
い

ま
す

か
Q

1
1

○

Q
1
4

F
は

子
ど

も
を

虐
待

し
て

い
る

の
で

は
な

い
か

と
思

う
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
×

Q
1
4
-
1

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

で
す

か
×

Q
7

F
は

お
子

さ
ん

と
よ

く
遊

ん
で

く
れ

て
い

ま
す

か
Q

1
5

○
Q

1
2

○

Q
8

F
の

気
持

ち
や

か
ら

だ
の

調
子

は
い

か
が

で
す

か
Q

1
6

○
×

Q
9

F
の

休
日

は
１

週
間

に
何

日
で

す
か

Q
1
7

▲
F
の

休
日

は
１

ヵ
月

に
何

日
で

す
か

×

Q
1
0

F
の

帰
宅

時
間

は
通

常
何

時
頃

で
す

か
×

×

Q
1
9

妊
娠

・
出

産
に

つ
い

て
の

状
況

Q
1
3

○

Q
1
9
-
1

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

で
す

か
（
Q

1
9
で

「
満

足
し

て
い

る
」
場

合
）

Q
1
4

満
足

し
て

い
る

も
の

に
「
○

」
、

満
足

し
て

い
な

い
も

の
に

「
×

」
を

つ
け

て
く

だ
さ

い

Q
1
9
-
2

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

こ
と

で
す

か
（
Q

2
0
で

「
満

足
し

て
い

な
い

」
場

合
）

Q
1
4
と

同
表

Q
2
0

乳
幼

児
突

然
死

症
候

群
に

つ
い

て
ご

存
じ

で
す

か
×

Q
2
0
-
1

S
ID

S
の

関
連

要
因

と
し

て
a.

乳
幼

児
の

う
つ

伏
せ

寝
　

b.
子

ど
も

が
い

る
と

こ
ろ

で
の

喫
煙

が
あ

げ
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
知

っ
て

い
ま

す
か

×

Q
1

健
診

・
育

児
相

談
の

有
無

・
受

け
た

時
期

（
1
ヵ

月
～

1
2
ヵ

月
）

Q
1
1

▲
時

期
の

区
分

（
1
ヵ

月
～

3
歳

頃
）

Q
2
1

▲
時

期
の

区
分

（
1
ヵ

月
～

5
歳

頃
）

Q
1
5

▲
　

健
診

受
診

の
満

足
、

不
満

足
、

未
受

診
を

回
答

（
Q

1
1
追

加
デ

ー
タ

）
今

ま
で

の
健

診
の

合
計

回
数

×
×

Q
2
2

乳
幼

児
健

診
は

主
に

ど
こ

で
受

け
ま

し
た

か
Q

1
5
-
1

○

Q
2
2
-
1

健
診

を
受

け
た

感
想

（
Q

2
2
で

「
保

健
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
」
の

場
合

）
Q

1
5
-
2

○

Q
2

予
防

接
種

の
接

種
状

況
と

種
類

Q
1
2

〔
▲

接
種

の
有

無
と

種
類

は
別

表
〕
こ

れ
ま

で
に

予
防

接
種

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

Q
2
3

○
平

成
2
年

度
に

同
じ

Q
1
6

こ
れ

ま
で

に
一

回
で

も
接

種
し

た
予

防
接

種
に

〇
を

つ
け

て
く
だ

さ
い

▲
麻

し
ん

・
風

し
ん

混
合

ワ
ク

チ
ン

を
追

加

Q
1
2
-
1

そ
れ

は
何

の
予

防
接

種
で

す
か

Q
2
3
-
1

▲
予

防
接

種
の

種
類

が
増

え
て

い
る

▲
Q

1
6
と

同
表

Q
3

伝
染

病
の

罹
患

の
有

無
・
種

類
Q

1
3

○
Q

2
4

▲
「
こ

れ
ま

で
に

次
の

感
染

症
に

か
か

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

」
Q

1
7

▲
こ

れ
ま

で
に

か
か

っ
た

こ
と

の
あ

る
感

染
症

に
〇

を
つ

け
て

く
だ

さ
い
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昭
和

5
5
年

度
平

成
2
年

度
平

成
1
2
年

度
平

成
2
2
年

度

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

N
o
.

項
　

　
目

Q
4

入
院

の
有

無
・
疾

患
Q

1
4

▲
入

院
の

有
無

の
み

Q
2
5

○
平

成
2
年

度
に

同
じ

Q
1
8

○

Q
2
6

子
ど

も
が

急
病

の
場

合
、

す
ぐ

診
て

く
れ

る
病

院
が

見
つ

か
ら

ず
困

っ
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

Q
1
9

○

Q
2
6
-
1

困
っ

た
の

は
い

つ
で

す
か

×

Q
5

持
病

の
有

無
・
内

容
Q

1
5

▲
項

目
内

容
。

持
病

で
は

な
く
「
こ

れ
ま

で
に

わ
か

っ
て

い
る

病
気

や
異

常
」

Q
2
7

▲
項

目
内

容
Q

2
0

○

Q
6

ひ
き

つ
け

の
有

無
・
回

数
×

×
×

Q
7

病
気

の
有

無
・
回

数
×

×
×

Q
8

か
ぜ

経
験

の
有

無
・
頻

度
×

×
×

Q
9

か
ぜ

の
予

防
対

策
の

有
無

・
内

訳
×

×
×

Q
1
0

け
が

の
経

験
の

有
無

・
種

類
Q

1
6

▲
「
こ

れ
ま

で
に

医
者

に
か

か
る

必
要

の
あ

る
け

が
や

事
故

の
経

験
」

Q
2
8

○
平

成
2
年

度
に

同
じ

Q
2
1

○

Q
1
6
-
1

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

け
が

や
事

故
で

す
か

（
屋

内
）

Q
2
8
-
1

○
Q

2
1
-
1

▲
そ

れ
は

屋
内

か
屋

外
か

Q
1
6
-
2

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

け
が

や
事

故
で

す
か

（
屋

外
）

Q
2
8
-
2

○
Q

2
1
-
2

▲
そ

れ
は

ど
の

よ
う

な
け

が
や

事
故

で
し

た
か

Q
1
6
-
3

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

け
が

や
事

故
で

す
か

（
屋

内
＋

屋
外

）
Q

2
8
-
3

○
○

Q
1
7

異
物

を
飲

み
込

ん
だ

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

Q
2
9

○
Q

2
1
-
2

選
択

肢
「
異

物
誤

嚥
」

Q
1
7
-
1

そ
れ

は
何

で
す

か
Q

2
9
-
1

○
Q

2
1
-
2

選
択

肢
の

後
ろ

に
記

入
（
飲

み
込

ん
だ

も
の

）

Q
1
7
-
2

医
師

の
治

療
を

受
け

ま
し

た
か

Q
2
9
-
2

○
×

Q
1
1

か
か

り
つ

け
の

医
師

の
有

無
Q

1
8

○
Q

3
0

○
Q

2
2

○

Q
1
2

む
し

歯
の

有
無

・
部

位
Q

1
9

▲
有

無
と

部
位

は
別

表
。

Q
1
9
は

有
無

Q
3
1

○
平

成
2
年

度
に

同
じ

×

Q
1
9
-
1

Q
1
9
-
1
は

部
位

Q
3
1
-
1

○
平

成
2
年

度
に

同
じ

×

Q
1
3

歯
科

受
診

の
有

無
×

×
Q

2
3

〇

Q
1
4

気
に

な
る

症
状

の
有

無
・
種

類
×

×
×

Q
1
5

育
児

の
相

談
相

手
の

内
訳

Q
2
0

▲
選

択
項

目
Q

3
2

▲
項

目
内

容
Q

2
4

○

Q
2
1

赤
ち

ゃ
ん

時
代

に
市

販
の

離
乳

食
を

利
用

し
ま

し
た

か
Q

3
3

○
×

Q
1
6

食
事

の
心

配
の

有
無

・
内

容
Q

2
2

○
Q

3
4

▲
項

目
が

増
え

て
い

る
Q

2
5

食
事

の
心

配
の

有
無

に
つ

い
て

回
答

Q
2
5
-
1

▲
　

内
容

を
S
Q

と
し

て
独

立

Q
2
3

食
事

の
量

×
×

Q
1
7

食
事

の
自

立
×

×
×

Q
3
5

朝
食

の
と

り
方

Q
2
6

○

Q
1
8

お
や

つ
の

与
え

方
Q

2
4

○
Q

3
6

▲
項

目
が

増
え

て
い

る
Q

2
7

○

Q
1
9
-
1

就
寝

時
刻

Q
2
5

▲
項

目
内

容
Q

3
7
-
1

▲
項

目
内

容

Q
1
9
-
2

起
床

時
刻

Q
2
5
-
1

▲
項

目
内

容
Q

3
7
-
2

○
平

成
2
年

度
に

同
じ

Q
2
5
-
2

睡
眠

時
間

（
昼

寝
を

除
く
）

×
×

Q
1
9
-
3

昼
寝

の
程

度
（
時

間
）

Q
2
5
-
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表２ 小児保健の意義に係る記述の抽出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

巻号 内容 

創刊号 小児保健研究会趣意 
「一国民族の保健は其の小児期の健康に支配させらるるものであった、実に健全な

る小児は国家の礎である。」 
第 26 巻第 1 号 座談会：これからの小児保健 

「昭和 8 年ごろに小児保健協会というものができましたときの（中略）児童の保護

的な性格が強い（中略）戦後の小児保健協会の再発足のときには、（中略）健康の

増進と福祉ということを意味している。こんど小児保健協会が法人として出発する

ときには、子供の健康増進をはかるということが、その目的に入ってきている。」 
「病気の子供を見たとき、その子供を病気という状態からのがれさせるのだという

立場に立っていくこと、つまり小児を中心に考えることが小児保健の精神に忠実で

はないかと思います。」 
「小児生態学の立場で小児の福祉、あるいは健康というものを増進する、そういう

非常に広い立場で子供を見てやろうということが、小児保健ではないかと思いま

す。」 
「生態学的に見て非常に広い社会の環境だとかというものを含めての子供を見る

目、子供の取り扱いというものが小児保健ということになりますか。」 
「小児についての健康の維持、増進、疾病の予防、疾病の治療といった健康全般の

世話をすることだと思います。」 
「子供の正常な発達、発育に悪い影響を及ぼす、あらゆる因子を取り除こうという

努力が preventive paediatrics であり、そしてこれが小児保健というものと＝なん

だというような説明をよくいたすのでございます」 
第 30 巻第 3 号 パネルディスカッション：これからの小児保健 

「小児保健とは何かということを（中略）子どもをいろいろな諸悪から守ってやろ

うということで、何から守るかという対象として、幾つかあげることができる。第

1 は感染から（中略）第 2 に栄養（中略）第 3 に最近ことに問題となっている事故

（中略）第 4 に社会環境の諸悪から子供を守ろう、つまり精神的外傷（中略）第 5
には先天異常」 

第 42 巻第 6 号 日本小児保健協会 50 年記念講演：小児保健 50 年の歩み 
「ただ単に病気をしないとか、病気を早く治すとか、病気にかからないようにする

とか、こういうことだけではなくて、さらに個人の一層の健康増進と社会適応能力

をそなえた成人に育成するという意味で進めていななければならない」 
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表３ 幼児健康度調査開始当時の調査の意義に係る記述の抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

巻号 内容 

第 40 号第 4 号 特別資料：昭和 55 年幼児健康度調査について 
「小児保健上きわめて重要な課題の一つである幼児の健康状態、習慣などのほか、

身体、知能の発達を細かく知ることである。」 
「この調査によって 1980 年現在のわが国の社会的背景における幼児のあらゆる角

度からの生態が明らかにされ、この貴重な資料は育児上の諸問題の解明と、将来の

小児保健学上、ことに最近充実してきた乳幼児健診の肉付けに大きく貢献するもの

と考える。」 
 特別資料：幼児健康度調査について 

「幼児健康度調査」が、たんに学問的関心をみたすためだけではなく、その調査結果

の分析研究の成果が、幼児の保健、教育の面はもちろん、さらに、たくましい子ども

たちのための社会的関心を高め、行政諸施策の充実に反映することを期待し、そし

て努力することを祈念してやまない。」 
 特別資料：幼児健康度調査にあたって 

「健康のレベルを高めるためには、まず健康の評価の方法を知る必要がある。この

意味で健康度という表現を用い、まずその実態を知る目的で今回の「幼児健康度調

査」が企画された。」 
「この調査の結果は、すべてこれからの子どもたちの健康度増進のために活用して

いく。」 
 昭和 55 年幼児健康度調査報告（抜萃） 

「現在の幼児の生活と健康の実態を知り、これからの小児の心身の健康を増進する

目的で（中略）「幼児健康度調査」を実施した。」 
「これからの小児保健においては疾病・異常の早期発見・早期対策の充実をはかる

にとどまらず、健康のレベルを向上させ、将来の社会を担うに足る心身の健康の確

保をしなければならない。そのためにはまず現在の小児の健康と生活の実態を知り、

今後の健康増進、健全育成の基礎とする必要がある」 
  

70



表４ 調査項目の具体的事例 
 （１）貧困の状況にある子供や家庭の支援ニーズの所在を把握するために調査するもの 

ア 教育の支援に関する調査項目 
・登校状況、勉強時間・場所、学校の勉強の理解度、希望学歴と見込まれる学歴（ギャップの理由） 
・子供の放課後の過ごし方（塾・習いごと、部活、家で一人・家族と過ごす、児童館、学童クラブ、繁

華街・ゲームセンター等、友達と過ごす、バイトなど） 
・教育関連の支出で負担に感じるもの（授業料、学用品、給食費、修学旅行費、クラブ活動費、学校外

教育費（塾の費用）など） 
・子供の進学に関する不安（学力、金銭的不安など） など 
 
イ 生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援に関する調査項目 
・子供を養育する世帯の構成、住居の状況、学歴、就業の状況、世帯のおおよその収入など 
・親子の会話の時間・内容、学校生活の満足度、子供の悩み事、子供の自己肯定感 
・子供の食事（三食摂取しているか、誰と食事するか、内容（手作り、冷凍食品、菓子のみ等）など） 
・子供の入浴習慣、起床就寝時間 
・テレビ、ネット等を使用する時間 
・子供のう歯の状況、医療機関のかかり方（必要な時に医療機関にかかれるか、かかれない場合はその

理由）、子供の健康状態 
（上記に加えて、家庭や子供の具体的な状況を調査するもの） 
・支払い延滞や購入できなかった経験の有無（家賃（住宅ローン）、ライフライン、食料、衣料、社会保

障費、公租公課、高校授業料、幼稚園・保育所・認定こども園の利用者負担額、給食費、通信費、交

通費など） 
・子供の物品、生活環境の充足度（学習用品、本、学習スペース、机、衣類、靴、自転車、スマホ・携

帯、スポーツ用品、ゲーム機等おもちゃ、修学旅行その他学校行事への参加、誕生日祝い、家族旅行、

小遣い、お年玉・クリスマスプレゼント、地域行事への参加など）など 
（２）自治体で実施している施策の認知度、利用度、利用意向に関する調査項目 

・施策に関する情報収集の方法を把握 
（例）インターネット、学校からの連絡、自治体の広報誌、窓口担当者など、どこから支援情報を入手

しているかについて調査項目に盛り込む 
・公的な相談体制に関する認知度・利用度・利用意向の把握 
（例）子供の貧困に関する悩み事をどこ（誰）に相談するか（家族・親戚や地域の住民のほか、児童相

談所、教育相談所、民生委員、子育て支援センター、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワ

ーカーなど）を調査項目に盛り込む 
・経済的支援など施策ごとの認知度・利用度・利用意向を把握 
（例）生活保護、児童扶養手当、就学援助、各種貸付金、資格取得支援、医療費助成、幼稚園・保育所・

認定こども園の利用者負担額の減免、給食費減免、放課後児童クラブ負担金減免、奨学金、住宅支援

（入居支援、家賃補助）、就職支援、事故、病気などの際の子供の一時預かり、家事支援、就業体験な

ど各種体験活動、悩み事等の相談、離婚・養育費の相談・支援、相談窓口のワンストップ化、民生委

員等地域の支援などの認知度・利用度・利用意向を調査項目に盛り込む 
・自治体が今後実施しようとしている施策の利用意向の把握 
（例）無料又は安価で、食事の提供、学習支援、悩み事の相談などを受けることができる居場所に対す

るニーズの有無、望ましい開催頻度、時間、設置場所などを調査項目に盛り込む 
  

 
  
 

出典：内閣府．実態調査の調査項目の具体的事例．https://www8.cao.go.jp/ kodomonohin 
kon/torikumi/koufukin/pdf/jirei/gutaitekijirei.pdf（2019 年 2 月 1 日閲覧） 
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平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 （健やか次世代育成総合研究事業））分担研究報告書 

平成 22年乳幼児身体発育調査における二次解析と次回調査への展望 

研究分担者 吉田 穂波（神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科） 

研究要旨 

【目的】本研究の初年度にあたり、わが国の乳幼児身体発育調査及び身体発育に関する評

価手法の基礎資料を作成し、国際的な指標に用いるデータの作成を行う目的で過去の身体

発育調査結果等を分析した。特にわが国の母子保健政策上の課題となっている出生体重減

少についても要因解析を試みた。 

【方法】平成22年の乳幼児身体発育調査において、病院調査と一般調査の双方の個票を用

い、それぞれの項目について平均値や最小値、最大値等を求めてデータを詳細に確認した

うえで、病院調査と一般調査の双方のデータベースにおいて出生体重を目的変数とした多

変量解析を行い、出生体重減少に関する要因解析を行った。 

【結果】①出生順位②母親妊娠前体重③母親妊娠後体重④母親妊娠前BMI⑤妊娠週数⑥出生

時身長の6項目については、児の出生体重と有意な関連を認めた。 

【考察】本乳幼児身体発育調査によって明らかになった低出生体重と関連が見られた項目

については、引き続き妊娠中の過度な食事制限や体重増加不良を予防するための啓発を続

け、わが国の次世代の健康増進に取り組んでいくことが必要である。 

Ａ．研究目的

乳幼児身体発育調査は昭和 35 年から 10
年毎に国が実施し、乳幼児の身長、体重、

頭囲、胸囲等の測定を行うとともに、乳幼

児の栄養方法、運動及び言語発達状況の把

握並びに健康度について調査する唯一の全

国規模調査である。本調査の結果は母子手

帳に掲載される乳幼児身体発育曲線や、乳

幼児健診時の身体発育、栄養の評価に活用

されるとともに、乳幼児健診結果に基づい

た評価及び保健指導・栄養指導に用いられ

ており、乳幼児健康診査における評価の疫

学的根拠ともなる 1）。７回目となる次回の

調査は 2020 年に予定されており、本研究で

は調査実施のための課題や手法を検討し、

わが国の乳幼児の身体発育や健康度を把握

するための基礎資料を作成する。

本分担研究では、過去の調査手法を踏ま

えたわが国の乳幼児の身体発育及び健康度

を把握するための調査手法に関連して、誤

入力しやすく結果に影響を与えるような調

査項目についても検討した。そのうえで、

病院調査と一般調査との比較や出生体重に

影響を与える因子の解析を行った。

一方、わが国では、平成 50 年を境に、平

均出生体重が増加から減少に転じ、以後減

少が続いている（図１）2）。

近年は妊娠中の体重増加不良が正常体重

増加と比べ LBW のリスクが高くなるとい

う研究 3, 4）や早産および多胎妊娠の増加に

よって LBW が増えてきているという国内

の文献 5)が出てきている。欧米における疫
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学研究から、胎児期に低栄養にさらされ、

発育不良であった児はその栄養状態に適応

してエネルギー倹約体質となる「胎児プロ

グラミング仮説」や成人期の疾患が胎児

期・乳幼児期の低栄養環境に起因するとい

う”成人疾患胎児起源説（Barker 仮説）”

が注目されるようになり、現在ではこれら

の仮説が進化生物学や周産期生理学の裏付

けをもとに「 Development Origins of 
Health and Disease (DOHaD・ドーハッド)
学説」となって研究が続けられている。わ

が国でも出生体重減少により将来のメタボ

リックシンドロームや循環器疾患が増加す

るのではないかと懸念されているため、更

なる疫学調査と情報提供が必要とされてい

る 6,7)。 
平成 28 年の全出生数における極低出生

体重児の割合が 0.8％、低出生体重児（以下

LBW）の割合が 9.6％で上昇傾向にある状

況に対し、健康日本２１（第２次）推進に

関して示された５つの基本的方向の中では、

妊婦や子供の健やかな健康増進に向けた取

り組みを進めることへの具体的な目標とし

て、「適正体重の子どもの増加」があげられ、

国を挙げて適正体重での出生を推進してい

る。 
本分担研究では、出生体重の減少に対し

て乳幼児身体発育調査から明らかに出来る

原因・背景を分析し、出生体重減少を改善

させる方策について考察し、次世代の健康

づくりのため母子保健領域のあり方を考え

ていきたい。 
 
Ｂ．方法 
今回、厚生労働省からの許可を得て、乳

幼児身体発育調査データを用いた。データ

の使用については、神奈川県立保健医療科

学院の研究室において解析作業を行った。 

病院調査ならびに一般調査において、そ

れぞれの要因に対し、連続変数は平均値と

標準偏差（SD）を、二項分布の項目に関し

てはサンプル数と全体に占める割合を示し

た。 
また、平成 22 年調査においては、児の出

生体重をアウトカムとして、病院調査、一

般調査共にデータを取っている以下の 9 項

目による多変量解析を用いて関連を求めた。 
・性別(男児=1、女児=0) 
・多胎（多胎=1） 
・出生順位（第一子=1） 
・母親年齢 
・母親妊娠前体重 
・母親妊娠後体重 
・母親妊娠前 BMI 
・妊娠週数 
・出生児身長 
統 計 解 析 に は 、 STATA MP Vr.13

（Windows 版）を用いた。統計結果は

P<0.05 をもって有意差有とした。 
 
Ｃ．結果 
 まず、主な項目の基礎統計量（表１）を

分析し病院調査と一般調査を比較した。 
 その結果、病院調査と一般調査との間に

明らかな乖離は見られなかった。 

 各変数の最小値と最大値を確認して明ら

かな異常値を除外または修正したうえで分

析に用いた。 
病院調査と一般調査において上記 9 項目

による多変量解析を行ったところ、①出生

順位②母親妊娠前体重③母親妊娠後体重④

母親妊娠前BMI⑤妊娠週数⑥出生時身長が、

出生児体重と有意な相関がみられた（表 2）。 
病院調査と一般調査との間に明らかな乖

離は見られなかった。これらの全国調査に

より、母親の妊娠前の体重や BMI、妊娠中
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の体重増加等が出生体重に有意な影響を与

えることが再確認された。 
 

Ｄ．考察 
平成 22 年乳幼児身体発育調査を再解析

して、出生体重における要因分析を行った。

低出生体重児は子どもの健康や発達におけ

る課題を抱えていることが多く、特に発展

途上国では貧困や不十分な医療資源、性差

別、低栄養などの指標として、この割合が

増加している場合はその原因を突き止め、

是正する必要があると考えられてきた。世

界の先進国ではおおむね平均出生体重が増

加する傾向にあるにもかかわらず、わが国

の低出生体重が増加している理由について

吉田ら 8）は人口動態調査票データで把握で

きる全ての要因（①性別、②妊娠期間、③

単胎・多胎、④出生順位、⑤母親の年齢）

を用いて分析を行い、妊娠 37 週を中心とし

た出産時期の短縮が与える影響が最も大き

いということを明らかにした。また、人口

動態調査票の分析では女児であることも有

意な関連が見られたが、今回の一般調査で

は有意差が見られなかった。また、低出生

体重児の増加には妊娠期間の短縮も関与し

ており、産科医療事故を契機に周産期医療

に携わる産科医が減少した 2005 年以降は、

周産期医療現場の人材不足から、児の安全

を優先するために帝王切開や早期の妊娠中

断を選択せざるを得ず、結果として児の妊

娠期間の短縮、低出生体重児の増加、新生

児医療の増加をもたらしたという見解が一

般的である。今後は、早産と胎内環境悪化

による低出生体重児とを区別し、それぞれ

の対策を立てていく必要がある。 
 また、妊娠中の栄養摂取量と女性のやせ

傾向も、日本の低出生体重児を増加させる

原因の一つとされており、今回の多変量解

析においても、①母親妊娠前体重②母親妊

娠後体重③母親妊娠前 BMI が低出生体重

児の出生と関連があったことから、妊娠前

からの男女双方における適正体重と食品摂

取についての情報提供が必要であると考え

られる。 
このような状況をかんがみて、2006 年に

は妊産婦のための食生活指針が出され、そ

れまで妊娠中の体重増加を 10kg 以下に抑

えることが慣習化されていたのを見直し、

非妊時にやせ（BMI18.5 未満）の女性の場

合妊娠中の体重増加は 9kg~12kg、普通の

体格（BMI18.5~25.0）の場合は7kg~12kg、
肥満（BMI25.0 以上）の場合個別指導のよ

うに、推奨体重増加に下限が設けられるよ

うになった。 
今後、胎児期疾病起源説（DOHaD 学説）

に基づく将来の生活習慣病増加のリスクな

どを考えると、妊娠前からの適正体重や妊

娠中の体重増加など、母子保健政策上の情

報提供や啓発活動を推進し、若年層からの

妊娠・出産期における食・栄養摂取への意

識付けなど社会・教育的な側面からのアプ

ローチも可能であろう。 
今後とも、乳幼児身体発育調査を通じて

全国を俯瞰した現状認識を行いつつ、次世

代を支える母子の健康に資する研究を行い、

施策に反映させていく所存である。 
 今回、平成 22 年乳幼児身体発育調査を再

解析するにあたって、入力値について範囲

の確認など詳細な確認を行った。そこから

得られた次回の調査における改善点として、

以下の 2 点 が挙げられる。まず、連続変数

を入力する場合、桁数を統一することが望

ましい。具体的には 、「体重(出産直前）（㎏）」

が三桁の場合も考慮し、小数点以下は切り

捨て、2 桁の場合は 100 桁の部分に 0 を記

入、と強調する必要があると考えられる。 
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二点目として、児の出生時身長は㎝単位

で 100 の位を使用する（3 桁となる）こと

はないため 2 桁に統一するか、または㎜単

位として 3 けたに統一することが望ましい。 
なお、病院調査と一般調査とを比較し、

データに有意な乖離がないかどうかを検証

したところ、 基礎統計値においてはそれぞ

れの調査において平均値の差は認められな

かった。 
 
Ｅ．結論 
平成 22 年乳幼児身体発育調査の再解析

によって、①出生順位②母親妊娠前体重③

母親妊娠後体重④母親妊娠前BMI⑤妊娠週

数⑥出生時身長の 6 項目については、児の

出生体重と有意な関連を認めた。これらの

要因についての対策を検討し、わが国の次

世代の健康を増進させることに資すること

が出来れば幸いである。 
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図 1．わが国の出生数と低出生体重児割合の変遷 
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表 1．平成 22 年乳幼児身体発育調査 基本統計量

 
 

n % n %
性別(男児) 2426 50.8% 3920 51.2%

多胎 213 4.5% 484 6.3%

出生順位（ 第一子） 2720 57.0% 3650 47.7%

娩出方法

　 正常 3112 65.2%

　 骨盤位 40 0.8%

　 帝王切開 1287 27.0%
　 吸引 258 5.4%
　 鉗子 22 0.5%

　 その他 106 2.2%

出生時特記すべき 所見

　 なし 4194 87.9%

　 仮死 111 2.3%

　 奇形 27 0.6%

　 その他 445 9.3%

妊娠中の異常

　 なし 2852 59.7% 4606 60.1%

　 妊娠高血圧症候群軽症 114 2.4% 232 3.0%
　 妊娠高血圧症候群重症 59 1.2% 46 0.6%
　 糖尿病 107 2.2% 30 0.4%
　 貧血 899 18.8% 2196 28.7%

　 その他 852 17.8% 648 8.5%

母乳栄養（ 一か月時） 2417 50.6% 7055 92.1%

禁煙状況
　 妊婦喫煙有

　 　 妊娠前 1398 18%

　 　 妊娠中 384 5%

　 父親等喫煙有

　 　 妊娠前 2735 36%
　 　 妊娠中 2127 28%

母親年齢,平均値（ SD)

母親妊娠前体重,平均値（ SD)

母親妊娠後体重,平均値（ SD)

母親妊娠前BMI,平均値（ SD)

妊娠週数,平均値（ SD)

出生時体重,平均値（ SD)

出生児身長,平均値（ SD)

妊婦健診受診回数,平均値（ SD) 11.8 (2.37)-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

2945.66 (436.05）

484.64 (24.20)

30.61 (4.91)

51.90 (8.19)

62.08 (8.37)

20.77 (3.05)

38.80 (1.66)

3008.64 (437.10)

488.49 (24.78)

31.36 (5.29)

53.03 (8.98)

62.50 (8.94)

21.14 (3.42)

38.57 (1.82)

一般調査
N=7663

病院調査
N=4774
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表 2．多変量解析：児の出生体重に影響を及ぼす要因 

  
 
 
 
 
 
図 2．妊産婦のための至適体重増加チャート 

 
 
 
  

Coef . P Coef . P
性別( 男児) 26. 5 11. 1 - 41. 9 <0. 001 5. 0 -7. 3 - 17. 3 0. 43
多胎 -229. 5 -268. 1 - -191. 0 <0. 001 -139. 0 -176. 5 - -101. 6 <0. 001
出生順位（ 第一子） 23. 6 14. 5 - 32. 7 <0. 001 37. 9 30. 0 - 45. 9 <0. 001
母親年齢 0. 5 -1. 0 - 2. 0 0. 51 -0. 8 -2. 1 - 0. 5 0. 24
母親妊娠前体重 -5. 1 -7. 9 - -2. 4 <0. 001 -4. 5 -6. 9 - -2. 0 <0. 001
母親妊娠後体重 8. 7 6. 9 - 10. 5 <0. 001 12. 8 11. 1 - 14. 5 <0. 001
母親妊娠前BMI 6. 3 0. 8 - 11. 8 0. 03 -4. 8 -9. 5 - -0. 1 0. 05
妊娠週数 45. 1 39. 9 - 50. 3 <0. 001 58. 0 53. 3 - 62. 6 <0. 001
出生児身長 11. 2 10. 8 - 11. 6 <0. 001 10. 3 10. 0 - 10. 6 <0. 001

病院調査 一般調査
95%CI 95%CI
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